
大
正
回
昌
平
六
月
=
十
一
日
富
三
掴
周
囲
憧
噛
富
市
『
需
用
一
周
一
日
電
話
)
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(禁

載

轄

捨

醐

砦

車

地
方
税
に
於
け
る
貧
者
過
重
責
措
傾
向
法
率
一
博
士
紳
戸

経
漕
理
論
に
於
け
る
時
間
・
・
目
・
・
・
丈
鬼
平
二
博
士
高
田

統
計
系
列
の
基
礎
概
念
・

.•. 

‘

符

沼

早

士

時

川

両

国

凡

+

同

E

且

=

目

占

Te'

王
制
債
値
説
三
貨
幣
債
値
論
・
・
・
'
径
一
ゴ
ヱ
柴
田
敬

大
都
市
h

件
一
げ
る
所
川
刊
の
集
積
ゴ
サ
枕
任
消
印
一
人
此
旧
日
比
大
耶

米
の
生
産
ミ
消
費
三
の
連
繋
・
・
・
・
経
済
墜
土
谷
口
吉
彦

蜂

柑

舘

邸

大
都
市
の
土
地
の
債
格
・
・
・
・
経
章
博
上
汐
見
ゴ
一
一
郎

農
業
の
機
械
化
・
・
・
・
・
・
・
・
空
主
主
人
木
芳
之
助

植
民
地
に
封
す
る
経
瀞
活
動
の
特
質
・
き
河
原
午
土
金
持
一
郎

都
市
公
企
業
の
財
政
的
意
味
・
・
・
附
主
主
主
大
谷
政
敬

辻
山

A
下

般
常
設
券
法
・
重
要
売
業
統
制
法
・
制
労
働
者
災
害
扶
助
法
・
勢
働
者
災
害
柊
助
責
任
保
険
法
・
米
穀
洩
中
改
正
・

向
勅
車
交
通
事
業
法

附

山

鵠

時

新
着
外
岡
経
滞
雑
誌
主
要
論
題

本
誌
第
三
十
二
巻
綿
目
録

虎保正

三馬雄



法

令

時

Z
-，〆

.，d.. 

1マ

抵
営
謹
券
法

法
律
第
十
五
時
蜘
(
昭
和
六
年
三
月
二
十
八
日
)

第
一
傑
土
地
、
建
物
又
ハ
地
上
櫨
ヲ
目
的
ト
λ

ル
抵
常
機
ヲ
有
エ
ル

者

2A(ノ
登
記
ヲ
管
鶴
見
ル
登
記
所
ニ
拡
常
詫
券
ノ
交
付
ヲ
申
請
λ

ル
コ
ト
ヲ
得

相
山
常
帥
m
ノ
日
的
物
力
批
伺
ノ
均
一
品
所
ノ
管
務
地
-
一
散
ht
ス
ル
ト
キ
H

抵
営
謹
券
ノ
交
付
戸
其
ノ
一
ノ
登
記
所
-
一
之
ヲ
申
詩
旦
ル
コ
ト
ヲ
要

ス祇
蛍
読
券
交
付
ノ
申
請
戸
申
請
人
(
代
理
人
=
依
リ
テ
申
譜
旦
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
代
理
人
)
登
記
所
=
出
頭
シ
テ
之
ヲ
免
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
二
傑
左
ノ
各
競
ノ
一
品
該
詰
ス
ル
場
合
=
於
テ
ハ
抵
常
識
券
ヲ
費

行
エ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

一
抵
常
櫨
ガ
根
抵
営
ナ
ル
ト
キ

二
抵
営
権
=
付
本
登
記
・
ナ
キ
ト
キ

一
九
一
債
櫨
ノ
差
押
若
ハ
仮
差
押
ノ
登
記
叉
ハ
抵
嘗
櫨
ノ
底
分
禁
止
若

ハ
抵
常
櫨
7

他
ノ
債
権
ノ
鴇
保
ト
潟
シ
タ
ル
旨
ノ
登
記
ア
ル
ト
キ

四
債
矯
又
ハ
抵
常
櫨
昌
一
附
V

タ
ル
解
除
傑
件
ノ
登
記
ア
ル
ト
キ

五
抵
嘗
読
券
賛
行
ノ
特
約
ナ
キ
ト
キ

第
三
傑
抵
常
設
券
ノ
交
付
ヲ
申
請
ス
ル
=
ρ
左
ノ
書
面
ヲ
提
出
Z

ル

ヨ
ト
ヲ
要
ス

一

申

請

書

二
抵
嘗
権
者
ノ
櫨
利
=
閥
Z

ル
登
記
府
間
詮

三
手
形
其
ノ
他
ノ
債
櫨
品
開
ス
ル
認
書

凹
抵
蛍
帯
同
参
賛
行
ノ
特
約
ノ
登
記
ナ
キ
ト
キ
ハ
抵
常
権
設
定
者
又

ハ
第
三
取
得
者
及
債
務
者
ノ
同
煮
書

第
三
十
二
巻

一O
五
O

第
六
競

一
四
六

五
代
理
人
一
一
依
リ
テ
申
請
ス
舟
ド
キ
ハ
其
ノ
催
眠
ヲ
詮
ス
ル
書
面

前
項
第
三
就
ノ
詩
書
ナ
キ
ト
キ
ハ
申
請
書
品
某
ノ
宵
ヲ
記
載
ス
ル
ヨ

ト
ヲ
要
見

第
一
保
第
二
項
ノ
申
請
ヲ
匁
ス
=
ハ
申
請
書
=
某
/
旨
ヲ
記
載
シ
且

他
ノ
登
記
所
ノ
管
轄
一
一
扇
ス
ル
目
的
物
ノ
登
記
簿
ノ
謄
木
並
品
其
ノ

登
記
所
ノ
数
-
一
慮
、
ν
申
請
書
ノ
副
本
及
附
周
書
面
ノ
潟
木
ヲ
提
出
ス

ル
ヨ
ト
ヲ
要
ス

抵
営
詩
一
券
ノ
交
付
ヲ
申
請
ス
ル
旦
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
品
川
依
リ
手
数

料
7

納
付
λ

ル
コ
ト
ヲ
要
λ

第
内
係
申
請
書
品
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
記
栽
U

申
請
人
之
ュ
記
名
捺
印
ス

ル
ョ
ト

7
契
丸

一
申
詩
人
ノ

-K名
及
軒
別

ニ
代
理
人
ェ
依
H
ず
申
請
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
氏
名
及
住
所

三
抵
嘗
横
目
的
タ
ル
土
地
、
建
物
又
戸
地
上
櫨
ノ
表
示

四
抵
常
櫨
設
定
者
及
第
三
取
得
者
ノ
氏
名
及
住
所

五
扱
常
檎
ノ
順
位
及
登
記
ノ
年
月
日

六
不
動
産
登
記
法
第
百
十
七
傑
こ
地
グ
ル
事
項

七
債
務
者
ノ
氏
名
及
住
所

八
抵
常
機
、
質
構
又
ハ
先
取
特
檎
ノ
登
記
ア
ル
ト
キ
円
債
概
縮
、

債
楢
者
ノ
氏
名
及
住
所
並
=
登
記
ノ
年
月
日

九
地
上
槽
、
永
小
作
機
、
地
役
櫨
又
ハ
賃
借
権
ノ
登
記
ア
ル
ト
キ

ハ
某
ノ
櫨
利
者
ノ
氏
名
及
住
所
段
一
一
登
一
記
ノ
年
月
日

十
登
記
所
ノ
表
示

十
一
申
請
ノ
年
月
日

第
五
憐
登
記
官
吏
ρ
抵
話
詳
券
交
付
ノ
申
請
が
左
ノ
各
競
ノ
一
-
一
該

常
見
ル
ト
キ
ハ
理
由
ヲ
附
U

タ
ル
決
定
ヲ
以
ア
之
ヲ
却
下
ス
ル
ヲ
ト

亨
要
ス
但
シ
申
請
ノ
欠
銑
ガ
補
正
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
揚

‘
合
ユ
於
テ
申
請
人
が
即
日
之
ヲ
補
正
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ

マf

其
ノ
登
記
所
ノ
管
結
晶
麗
セ
4

ル
ト
キ



二
第
二
傑
一
二
規
定
ス
ル
事
由
ア
ル
ト
キ

三
申
請
書
-
一
記
載
シ
タ
ル
事
項
ガ
登
記
簿
ト
符
A
口
セ
ザ
ル
ト
キ

四
申
請
人
ガ
出
頭
セ
ザ
ル
ト
キ

五
申
請
書
ず
方
式
三
迎
合
セ
ザ
ル
ト
キ

ム
ハ
必
要
ナ
ル
書
面
ヲ
提
出
セ
ザ
ル
ト
キ

七
手
数
料
ヲ
納
付
セ
ザ
ル
ト
キ

第
一
傑
第
二
項
ノ
申
請
ア

H
タ
ル
場
合
Z

於
テ
ハ
登
記
官
吏
ハ
申
請

書
ノ
副
本
及
附
属
書
面
ノ
由
見
仰
木
ヲ
各
管
時
査
記
所
主
唱
付
U
其
ノ
管

轄
=
盾
ス
ル
目
的
物
z

付
抵
常
設
券
ヲ
作
成
ス
ベ
キ
旨
ヲ
蝿
託
ス
ル

ヲ
ト
ヲ
要
ス

第
六
傑
抵
常
誰
券
交
甘
ノ
申
請
ヲ
受
理
シ
グ
ル
ト
キ
ハ
賞
記
官
度
《

前
傑
第
二
項
ノ
規
定
=
侠
ル
蝿
託
ア

F
ダ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
部
分
エ
付

チ
ハ
帰
託
ヲ
受
ケ
タ
ル
登
記
所
J

登
記
出
向
東
)
山
遅
滞
ナ
ク
抵
常
設

保
ノ
交
付
一
一
付
尉
一
誠
ア
?
パ
一
定
ノ
期
間
内
:
ん
ヲ
中
打

Y
ぐ
牛
凶
同

ヲ
抵
常
檎
設
定
者
、
第
三
取
得
者
、
債
務
者
、
挺
営
権
又
ハ
其
ノ
順

位
ノ
譲
渡
人
及
先
順
位
ヲ
揚
棄
U
N
タ
ル
者
=
催
奇
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

但
シ
抵
首
詮
券
ノ
焚
行
ヲ
妨
ゲ
ル
事
由
ア
ル
コ
ト
ヲ
後
見
シ
タ
ル
場

合
ハ
此
ノ
限
ユ
在
ラ
ズ

嘱
託
ア
受
ケ
タ
ル
登
記
所
ノ
登
記
官
吏
ガ
抵
常
詰
券
ノ
費
行
ヲ
妨
グ

ル
事
由
ア
ル
コ
ト
ヲ
蛮
見
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
芙
ノ
旨
ヲ
嘱
託
ヲ
匁
V
Eア

ル
登
記
所
旦
遁
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
夢
、
ス

第
一
項
ノ
催
奇
Z

ハ
第
四
傑
第
一
波
及
第
二
一
教
乃
若
第
七
就
こ
冊
グ

ル
事
項
ヲ
記
載
λ

ル
コ
ト
ヲ
要
ス

債
務
者
-
一
封
λ

ル
催
告
=
ρ
前
項
ノ
事
項
ノ
外
第
三
傑
第
一
項
第
三

披
ノ
読
書
ガ
手
形
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
表
示
及
同
傑
第
二
項
ノ
規
定
-
一

依
ル
記
載
ヲ
モ
詑
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
七
係
抵
営
詮
券
ノ
交
付
-
一
関
ス
ル
異
議
ハ
左
ノ
理
由
ユ
基
ク
ト
キ

Z

限
リ
之
ヲ
申
立
ツ
ル
ヨ
ト
ヲ
得

一
申
請
ユ
付
第
二
傑
Z

規
定
ス
ル
事
由
ア
ル
コ
ト

二
億
機
ノ
賀
入
、
差
押
又
ハ
仮
差
押
ア

P
タ
ル
ヨ
ト

法

令

三
催
告
三
記
載
U

9
ル
事
領
ず
登
記
簿
ノ
詑
載
又
内
事
賞
ト
符
合

セ
ザ
ル
コ
ト

四
債
務
者
ガ
抵
常
権
者
ニ
剖
シ
相
殺
ヲ
以
テ
謝
抗
hv
得
ベ
キ
債
槽

-

U
テ
其
ノ
排
済
期
が
抵
常
権
者
ノ
債
権
ノ
排
潜
期
以
前
且
到
来

ス
ル
モ
ノ
ヲ
有
ス
ル
ヨ
ト

異
議
ハ
他
/
利
害
関
係
人
ノ
権
利
品
開
ス
ル
理
由
=
基
キ
之
ヲ
申
立

ツ
ル
ヨ
ト
ヲ
得
ズ

異
議
申
立
ノ
権
利
ハ
臨
時
メ
之
7

鋤
葉
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
f

第
八
傑
異
議
ニ
剛
ス
ル
裁
剣
ハ
抵
常
設
券
焚
付
ノ
申
請
ヲ
受
理
シ
タ

ル
登
記
所
ノ
所
在
地
ヲ
管
轄
ス
ル
直
裁
列
所
=
於
テ
非
訟
事
件
手
繊

法
=
侠
り
之
ヲ
鍔
λ

前
項
ノ
裁
剣
一
品
割
シ
テ
ハ
即
時
抗
告
ヲ
免
ス
コ
ト
ヲ
得
抗
告
ハ
執
行

停
止
ノ
効
力
ヲ
有
ス

異
議
ノ
申
立
ヲ
受
明
シ
ダ
ル
ト
キ
ハ
登
記
官
吏
ハ
事
件
ア
管
崎
地
州

所
=
還
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
九
傑
異
議
-
一
閥
ス
ル
裁
剣
確
定
シ

9
ル
ト
キ
ハ
裁
列
所
ハ
翠
滞
ナ

ク
其
ノ
旨
ヲ
関
係
登
記
所
士
通
知
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
要
ス

第
十
傑
第
六
傑
ノ
催
告
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
異
議
/
申
立
ヲ
免
且
ロ
ト

ヲ
得
ル
事
由
-
-
付
テ
ハ
芙
ノ
申
立
ヲ
伶
シ
タ
ル
毛
ノ
品
非
ザ
レ
パ
之

ヲ
以
テ
抵
嘗
詮
券
ノ
善
意
ノ
取
得
者
ニ
割
抗
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得
ズ

異
議
ノ
申
立
ヲ
理
由
ナ
uv

ト
見
ル
裁
判
確
定
U

タ
ル
場
合
-
一
於
テ
ハ

其
ノ
申
立
ヲ
免
シ
タ
ル
者
ハ
一
一
月
内
三
訴
ヲ
提
起
ス
ル
エ
押
ザ
レ
パ

申
立
ヲ
然
シ
タ
ル
事
由
ヲ
以
テ
抵
常
設
券
ノ
善
意
ノ
取
得
者
-
一
艶
抗

ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得
ズ

前
項
ノ
訴
ノ
提
起
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
裁
剣
所
ハ
之
ヲ
公
告
凡
ル
ヨ
ト

ヲ
要
ス

第
十
一
傑
第
六
傑
ノ
催
告
Z

指
定
シ
タ
ル
期
間
内
ユ
異
議
ノ
申
立
ナ

キ
ト
キ
ハ
登
記
官
吏
ハ
抵
常
構
ノ
目
的
物
ガ
其
ノ
登
記
所
ノ
管
時
地

ノ
ミ
=
在
ル
場
合
品
川
直
=
、
抵
営
権
ノ
目
的
物
ガ
般
個
/
登
詑
所

ノ
管
轄
地
=
散
在
ス
ル
場
合
ユ
ハ
蝿
託
ヲ
受
ケ
タ
ル
登
記
所
ヨ

p
抵

営
詮
券
ノ
品
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
後
直
=
抵
首
詐
券
ヲ
交
付
ス
ル
ヨ
ト
ヲ

第
三
十
二
巻

第
ム
ハ
競

一O
五

一
四
七



法

メ為
市ヨ

要
ス
異
議
ヲ
理
由
ナ
シ
ト
ス
ル
裁
剣
確
定
U

9
ル
ト
キ
亦
同
ジ

第
十
二
傑
抵
菌
詮
券
品
川
左
=
一
弛
グ
ル
事
項
ヲ
記
載
シ
登
記
官
吏
記

名
捺
印
hv
且
登
記
所
ノ
印
ヲ
押
捺
ス
L

コ
ト
ヲ
要
ス

一
報
券
ノ
番
放

二
第
四
傑
第
一
致
及
第
三
披
乃
至
一
第
九
就
=
掲
ゲ
ル
事
項

=
一
登
記
所
ノ
表
示

岡
龍
券
作
成
ノ
年
月
日

蝿
話
ヲ
受
ケ
タ
ル
輩
記
所
ヨ
リ
抵
常
詩
券
ノ
途
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ

立
笠
記
官
吏
ハ
北
(
ノ
作
成
品
一
係
ル
モ
ノ
ト
一
掃
し
y

之
品
各
調
歩
ハ
同

一
ノ
債
権
ノ
品
川
品
作
成
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
L
N
U
H

ヲ
記
載
シ
且
記
名
捺
印

ス
ル
コ
ト
ヲ
市
対
ス

第
十
三
傑
第
三
傑
第
一
須
第
二
波
及
第
三
銃
ノ
書
面
ノ
提
出
ア
リ
タ

ル
場
合
=
於
テ
抵
嘗
読
券
プ
交
付
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
登
記
官
吏
ハ
抵
常

設
券
ヲ
交
付
U

タ
ル
旨
ヲ
其
ノ
書
面
品
記
載
シ
登
記
所
ノ
印
ヲ
押
捺

シ
テ
之
ヲ
申
請
人
一
一
還
付
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
要
ス
其
ノ
書
面
中
-
一
手
形
ア

ル
ト
キ
ハ
某
ノ
手
形
ハ
情
後
効
力
ヲ
有
セ
ズ

第
十
四
傑
抵
常
設
券
ノ
賛
行
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
抵
常
櫨
及
債
権
ノ
慮

分
ハ
抵
常
設
券
ヲ
以
テ
ス
ル
ユ
非
ザ
レ
パ
之
ヲ
伶
ス
コ
ト
ヲ
得
f

抵
常
櫨
ト
債
檎
ト
円
分
離
シ
テ
之
ヲ
慮
分
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
十
五
傑
抵
蛍
議
券
ノ
譲
渡
ハ
裏
書
品
依
リ
テ
之
ヲ
符
ス

商
法
第
四
百
五
十
七
傑
第
一
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
裏
書
ユ
之
ヲ
準
用

見
角
其
ノ
裏
書
ユ
戸
裏
書
人
ノ
住
所
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
十
六
傑
抵
首
詮
券
ノ
賛
行
ア
り
タ
ル
場
合
Z

於
テ
ハ
抵
常
槽
ノ
獲

東
ハ
不
動
産
登
記
法
ノ
定
ム
ル
所
二
位
ヒ
英
ノ
登
記
ヲ
矯
シ
且
抵
常

設
券
ノ
記
載
ノ
獲
夏
ヲ
魚
ス
ヱ
押
ザ
レ
バ
之
ヲ
以
テ
第
三
者
品
川
封
抗

λ

ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
数
個
ノ
不
動
産
=
付
抵
常
機
ア
ル
場
合
一
一
於
テ
其

ノ
一
ヲ
消
滅
セ

U

メ
タ
ル
ト
キ
亦
同
・
ン

第
十
七
傑
抵
首
詮
券
ノ
記
載
ノ
錯
誤
又
ハ
遺
漏
ガ
登
記
ノ
錯
誤
又
ハ

遺
漏
品
基
力
ザ
ル
場
合
-
-
於
テ
ハ
所
持
人
ハ
抵
曽
読
券
ノ
記
載
ノ
盛

夏
ヲ
申
請
λ

ル
コ
ト
ヲ
得
債
務
者
ノ
表
示
ノ
建
夏
芙
ノ
他
ノ
事
由
ニ

第
三
十
二
袋

O 
五

第
六
競

四
i¥. 

因
リ
登
記
ヲ
種
変
叉
ハ
英
正
y
g
'
ル
符
抵
常
時
時
4
7
ノ
記
載
が
登
記
ト

符
合
セ
ザ
ル
ユ
至
H
9
L
M
場
合
亦
同
ジ

第
十
八
傑
前
傑
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
抵
世
間
設
券
ノ
記
載
ノ
獲
夏
ハ
不

動
産
登
記
法
第
五
十
六
傑
、
第
六
十
四
係
、
第
八
十
一
傑
又
ハ
第
九

十
三
傑
ノ
規
定
品
依
ル
登
記
ヲ
伶
シ
タ
ル
後
ユ
非
ヂ
レ
パ
之
ヲ
矯
λ

コ
ト
ヲ
得
ガ

第
十
九
傑
抵
常
設
券
ノ
品
目
行
ア

P
M
T
ル
場
合
品
於
テ
登
記
官
吏
が
抵

常
櫨
ノ
境
夏
、
消
滅
又
ハ
英
正
ノ
登
お
ヲ
完
了
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
祇
常

設
券
ノ
記
滅
ヲ
獲
夏
シ
之
ヲ
其
ノ
所
持
人
工
還
付
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
要
ス

第
二
十
傑
随
傑
ノ
規
定
ハ
不
助
産
宣
記
法
第
八
十
一
陳
又
戸
第
九
十

一
一
一
傑
ノ
登
記
7
完
了
シ
タ
中
場
合
-
一
之
ア
準
用
ス

第
」
H
V
H
-

傑

1

向
常
絞
浄
ノ
所
持
人
ハ
在
ノ
場
A

品
目
立
於
ア
団
地
常
設
か
タ

交
付
シ
タ
ル
登
記
所
=
読
券
ノ
再
交
付
ヲ
申
請
ス
ル
コ
ト
7
得

一
需
品
骨
ヲ
汚
損

u
nア
ル
ト
キ

二

諌

券

7
夷
失
シ
n
ア
ル
場
合
昌
於
テ
除
機
列
決
ア
リ
タ
ル
ト
キ

第
二
十
二
傑
祇
常
設
券
ノ
再
交
付
ニ
閥
シ
テ
ハ
命
令
ユ
別
段
ノ
定
ア

ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
第
三
傑
乃
至
第
十
三
傑
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
二
十
=
一
傑
不
動
産
登
記
法
第
六
十
五
係
ノ
場
合
-
一
於
テ
登
記
官
吏

ガ
川
復
登
記
ノ
手
掛
ヲ
完

T
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
東
品
択
常
説
券
ヲ
作
成

U

欝
読
券
ノ
所
持
人
-
一
交
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
二
十
四
傑
民
法
第
三
百
七
十
へ
傑
及
第
三
百
八
十
一
傑
乃
主
第
三

百
八
十
七
傑
ノ
規
定
ハ
抵
常
設
4
7
ノ
賛
行
ア
日
夕
ル
抵
常
櫨
-
一
ハ
之

ヲ
適
用
セ
ズ

第
二
十
五
傑
抵
営
詮
券
ノ
所
持
人
ハ
元
本
ノ
一
部
又
ハ
剥
息
ノ
支
梯

ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
設
券
-
一
其
ノ
金
額
及
受
領
ノ
年
月
日
ヲ
記
載
シ
且

之
昌
記
名
捺
印
旦
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
三
十
六
傑
債
務
者
ガ
利
息
ノ
支
排
ヲ
怠
リ
タ
ル
場
合
昌
於
テ
其
ノ

延
滞
ガ
二
年
=
逢
シ
ダ
'
ル
ト
キ
ハ
元
本
ノ
弊
海
期
到
来
シ
タ
モ
ノ
ト

看
倣
R

但
シ
抵
嘗
読
券

-r特
約
ノ
記
載
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
定
-
一
従
フ

定
期
-
一
元
本
ヲ
曲
折
潜
ス
ベ
キ
場
合
品
於
テ
其
ノ
延
滞
ガ
二
年
品
遠
山
J



タ
ル
ド
キ
全
元
本
=
付
亦
同
ジ

第
二
十
七
係
抵
嘗
詩
4
7
ノ
所
持
人
ハ
一
河
本
ノ
排
滞
期
後
一
月
内
=
債

務
者
ユ
封
シ
テ
支
梯
ノ
請
求
ヲ
符
ス
コ
ト
ヲ
要
λ

前
一
長
ノ
場
合
=
於
テ
債
務
者
方
支
拐
ヲ
鴛
サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
北
常
設
4
7

ノ
所
持
人
ρ

公
設
人
又
ハ
執
達
吏
-
一
其
ノ
支
挑
ナ
キ
旨
ノ
詮
明
ヲ
求

ム
ル
コ
ト

7
要
λ

第
二
十
八
係
抵
常
設
山
4

7

2

一
元
本
及
利
息
ノ
支
排
ノ
場
所
ノ
江
載
ナ
キ

場
合
ニ
於
テ
債
務
者
ノ
現
時
ノ
住
所
ガ
知
レ
ザ
ル
ト
キ
ハ
登
記
鋳
=

記
載
U

タ
ル
印
刷
=
於
テ
安
排
ノ
請
求
ヲ
免
ス
ヲ
以
テ
足
ル

第
二
十
九
傑
第
二
十
七
傑
第
一
項
J

場
合
昌
於
テ
債
務
者
ガ
支
挽
ヲ

先
サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
抱
常
説
券
ノ
所
持
人
ハ
五
日
内
ニ
各
実
害
人
-
一
封

シ
テ
其
ノ
b
H
ノ
通
知
ヲ
品
目
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
要
ス

前
栢
山
ノ
場
合
-
一
於
テ
ハ
各
一
美
常
人
ハ
ほ
官
符
券
ト
引
換
一
コ
M
ベ
ノ
支
抑

ヲ
勿
ス
3

ト
ヲ
符

M
M
4
一
十
川
河
奴
μ

納
伯
尚
氏
ノ
明
日
人
ハ
m
M
粉
者
が
丸
紅
ノ
ト
ー
帥
?
h
U
刊
ザ

ル
ト
キ
ハ
排
渡
期

-
Z
H
三
舟
内
-
一
抵
営
櫨
ノ
日
，
川
タ
ル
土
地
、
建
物

叉
ハ
地
上
檎
=
付
税
責
ノ
申
立
ヲ
匁
ス
コ
ト
ヲ
要
λ

己
ム
ヨ
ト
フ
得
ザ
ル
事
由
-
一
因
リ
前
項
/
期
間
内
-
一
競
古
賀
ノ
中
立
ヲ

府
川
ス
ヨ
ト
能
ハ
千
ル
ト
キ
ハ
抵
常
設
券
ノ
所
持
人
ハ
期
間
ノ
伸
長
ヲ

裁
列
所
z

請
求
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得
裏
書
人
全
員
ノ
同
意
ア
り
タ
ル
ト
キ

亦
同
ジ

第
三
十
一
一
除
抵
話
詩
券
ノ
所
持
人
ハ
競
賀
代
金
ヲ
以
テ
支
抑
ヲ
受
ケ

ザ
ル
債
櫨
ノ
部
分
-
一
付
テ
ノ
ミ
其
ノ
前
者
一
一
野

v
償
還
ノ
請
求
ヲ
匁

ス
コ
ト
ヲ
得
但
シ
第
二
十
七
傑
又
ハ
前
傑
品
定
メ
ダ
ル
手
績
ヲ
然
サ

ザ
リ
シ
ト
キ
ハ
某
ノ
権
利
ヲ
失
フ

第
三
十
二
傑
抵
嘗
櫨
ガ
存
在
セ
ズ
若
ハ
某
ノ
目
的
ダ
ル
物
及
櫨
利
ノ

全
部
ガ
滅
失
シ
タ
ル
三
四
P
競
寅
ノ
申
立
ヲ
滑
川
λ

コ
ト
能
ハ
干
ル
ト

キ
又
ニ
皿
責
代
金
ヲ
以
テ
競
費
費
用
ヲ
償
フ
見
込
ナ
キ
ト
キ
ハ
誠
首

詮
券
ノ
所
持
人
戸
前
二
傍
ノ
規
定
-
一
拘
ラ
ズ
裁
列
所
ノ
許
可
ヲ
得
テ

其
ノ
前
者
-
封
U
償
還
ノ
請
求
ヲ
匁
ス
コ
ト
ヲ
得
但
シ
排
滞
期
ヨ

p

三
月
内
=
一
許
可
ノ
申
請
ヲ
然
λ

ヨ
ト
ヲ
要
見

法

A 
下

第
三
十
傑
第
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
但
書
ノ
許
可
ノ
申
請
-
一
付
之
ヲ
準

用
ス

第
三
十
三
傑
第
三
十
傑
第
二
項
及
前
傑
ノ
裁
剣
ハ
祇
常
櫨
ノ
目
的
物

ノ
所
在
地
ヲ
管
批
判
ス
ル
阪
裁
剣
所
-
於
テ
非
訟
事
件
手
箱
法
=
依
り

之
ヲ
勿
ス

許
可
ヲ
血
(
〈
タ
ル
裁
列
-
一
封
シ
テ
ハ
不
服
ヲ
申
立
ツ
ル
ヨ
ト
ヲ
得
f

申
詩
ヲ
却
下
シ
タ
ル
数
列
ニ
胡
シ
-7

ニ
即
時
抗
告
ヲ
魚
ス
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
四
保
本
法
一
一
依
ル
裁
例
ノ
費
用
ニ
付
テ
ハ
民
事
訴
訟
費
用
法

第
十
六
傑
及
民
事
訴
訟
用
印
紙
法
第
十
六
係
ノ
規
定

Z
快
ル

第
三
十
五
傑
抱
常
耗
券
ノ
所
持
人
ガ
第
三
十
一
傑
又
い
第
三
十
二
傑

ノ
規
定
ュ
依
り
其
ノ
前
者
一
エ
封
シ
償
還
ノ
請
求
ヲ
鴛
サ

ν
ト
ス
ル
ト

キ
ハ
競
賢
代
金
ヲ
受
取
り
タ
ル
日
訂
人
ハ
第
一
-
一
十
一
一
係
ノ
許
可
ヲ
待
タ

ル
日
ヨ
日
前

E
内
-
一
各
裏
書
人
三
針
シ
償
還
請
求
ノ
通
知
ヲ
嚢
ス
ル

つ
ト
ヲ
而
叱
λ

第
三
十
六
係
拡
常
誇
券
ノ
所
持
人
ノ
一
一
表
誓
人
工
封
ス
ル
通
知
ハ
詮
券

三
日
立
戦
シ
ダ
ル
住
所
二
地
ツ
ル
ヲ
以
テ
足
ル

第
三
十
七
傑
抵
嘗
詑
券
ノ
所
持
人
ガ
第
二
十
九
傑
第
一
項
又
ハ
第
三

十
五
傑
=
規
定
見
ん
通
知
ヲ
後
セ
ザ
リ
シ
ト
キ
ハ
之
品
問
u
J
テ
生
グ

タ
ル
扱
宜
向
ヲ
賠
償
ス
ル
貴
晶
任
ズ

第
三
十
八
一
保
抵
常
誇
券
ノ
所
持
人
又
ハ
償
還
ヲ
然
シ
タ
ル
~
一
長
書
人
ハ

左
ノ
金
額
中
支
抑
ア
ラ
ザ

P
U
モ
ノ
ニ
付
其
ノ
前
者
又
ハ
債
務
者
z

封
シ
償
還
又
ハ
支
抑
ノ
請
求
ヲ
傍
ス
ヨ
ト
ヲ
得

一
元
木
及
支
扮
ノ
請
求
ヲ
符
シ
タ
ル
日
記
ノ
利
息

二
支
排
ノ
請
求
ヲ
鴛
シ
タ
ル
日
後
ノ
一
元
本
=
封
ス
ル
法
定
利
率
一
一

依
ル
利
息
但
シ
約
定
利
率
ガ
法
定
利
率
品
超
ユ
ル
ト
キ
ハ
約
定
利

率
=
依
ル
利
息

三
第
二
十
七
傑
第
二
項
ノ
規
定
品
依
ル
詮
明
書
作
形
ノ
費
用
其
ノ

他
ノ
費
用

第
三
十
九
傑
抵
常
設
券
ノ
所
持
人
ノ
其
ノ
前
者
=
封
ス
ル
償
還
請
求

憾
ハ
競
責
代
金
ヲ
受
取
り
タ
ル
日
又
ハ
第
三
十
二
傑
第
一
項
ノ
許
可

第
三
十
二
巻

一O
五
三

第
六
時
制

四
九



法

，企、

" 

ヲ
得
タ
ル
日
ヨ
リ
一
年
、
裏
金
門
人
ノ
其
ノ
前
者
一
長
期
ス
ル
償
還
清
求

櫨
ハ
償
還
ヲ
汚
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
六
月
ヲ
経
過
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
時
効
-
一

四
日
テ
消
滅
ス

第
四
十
傑
民
法
第
四
百
七
十
傑
、
第
四
百
七
十
二
傑
、
商
法
第
二
百

七
十
八
傑
第
二
項
、
第
二
百
七
十
九
傑
、
第
一
-
百
九
十
一
保
、
第
四

百
三
十
七
傑
、
第
四
百
三
十
八
傑
、
第
四
古
川
十
傑
、
第
四
百
四
十

一
即
時
、
第
四
百
五
十
九
係
、
第
四
百
六
十
三
傑
、
第
四
百
六
十
四
傑

(
第
一
項
但
書
ヲ
除
ク
)
第
四
百
八
十
一
一
一
様
、
第
四
百
八
十
八
時
陣
ノ
問
、

第
四
百
九
十
五
傑
及
民
法
施
行
法
第
半
十
七
傑
ノ
規
定
ハ
抵
常
設
券

一
一
付
之
ヲ
準
用
λ

弔
問
十
一
傑
不
動
産
登
況
法
第
「
慌
、
南
十
二
一
体
・
第

f
一一一昨靴、築

二
十
一
線
、
第
四
十
四
係
、
第
四
十
五
係
、
第
七
十
七
傑
、
第
百
五

十
傑
乃
至
第
百
五
十
四
傑
第
一
項
、
第
百
五
十
五
係
、
第
百
五
十
六

傑
、
第
百
五
十
八
傑
及
第
百
五
十
九
傑
ノ
規
定
ハ
抵
蛍
詩
券
品
付
之

ヲ
準
用
ス附

則

本
法
施
行
ノ
期
日
ハ
勅
令
ヲ
以
一
ア
之
ヲ
定
ム

第
四
項
乃
至
第
九
項
ノ
規
定
ヲ
除
ク
ノ
外
本
法
施
行
ノ
地
域
ハ
勅
令
ヲ

以
テ
之
ヲ
定
ム

木
法
施
行
品
開
闘
し
V

必
要
ナ
ル
規
定
ハ
司
法
大
臣
之
ヲ
定
ム

耕
地
整
理
法
第
ご
傑
中
-
登
記
シ
タ
ル
櫨
利
ヲ
有
ス
ル
者
」
ノ
下
三
〈
抵

常
設
券
ノ
安
行
ア
リ
ダ
ル
ト
キ
ハ
芙
ノ
所
持
人
)
」
ヲ
加
フ

耕
地
整
理
法
第
二
十
五
傑
中
「
第
四
十
四
傑
第
二
項
」
ヲ
「
第
四
十
四
傑

第
三
項
」
品
、
「
前
項
」
ヲ
「
第
一
項
」
ニ
二
前
二
項
」
ヲ
「
第
一
項
叉
ハ
第

三
項
」
一
-
吹
メ
同
傑
第
一
項
ノ
安
二
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

同
一
所
有
者
=
麗
ス
ル
毅
筆
ノ
土
地
ヲ
目
的
ト
ス
ル
抵
営
槽
-
-
伶
抵

常
詮
券
ノ
賛
行
ア
リ
タ
ル
場
合
昌
一
於
テ
ハ
前
項
ノ
規
定
=
依
リ
供
託

ス
ベ
キ
第
三
十
傑
第
一
項
又
ハ
第
二
項
ノ
規
定
三
憤
ル
挑
渡
命
額
ノ

計
算
品
付
テ
ハ
其
ノ
毅
筆
ノ
土
地
ヲ
一
筆
ノ
土
地
ト
着
倣
ス
但
シ
英

ノ
土
地
=
付
嘗
該
抵
営
槽
以
外
ノ
前
一
項
昌
掲
ク
ル
櫨
利
ア
ル
場
合
=

第
三
十
二
巻

第
六
時
抗

一一
1
0

一O
五
問

於
テ
其
ノ
構
利
者
ノ
同
意
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
叩
山
一
で
在
一
ヲ
ス

耕
地
整
瑚
法
第
四
十
三
傑
第
一
項
中
「
建
物
品
付
蛍
記
シ
タ
ル
櫨
利
ブ

有
ス
ル
者
一
ノ
尖
一
一
↑
(
抵
常
設
券
ノ
賛
行
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
所
持

人
)
」
ヲ
加
へ
同
僚
第
一
項
ノ
宍
Z

ヲ
左
ノ
}
項
ヲ
加
フ

前
項
ノ
場
合
-
一
一
於
テ
抵
常
設
4
7
ノ
所
持
人
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
能
川

ザ
ル
ト
キ
戸
地
方
長
官
ノ
認
可
ヲ
以
テ
之
ユ
代
ア
ル
コ
ト
ヲ
得

耕
地
整
理
法
第
四
十
四
傑
第
二
項
ゆ
「
前
項
」
ヲ
「
第
一
項
一
z

吹
メ
岡
傑

第
一
項
ノ
弐
ニ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

前
探
第
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
本
支
ノ
場
合
ニ
於
テ
恨
常
殺
券
ノ
所
持

人
ノ
同
意
-
一
付
之
ヲ
準
用
ス

耕
地
常
時
法
第
八
十
七
傑
仰
「
第
四
十
問
後
策
-
一
項
ヲ
「
第
四
十
阿
保

第
2

一
一
小
一
一
吹
ム

都
市
計
誼
法
第
十
五
傑
ノ
次
ユ
左
ノ
一
傑
ヲ
加
フ

第
十
五
傑
ノ
ニ
土
地
匿
剖
整
理
ユ
付
テ
ハ
耕
地
整
理
法
第
四
十
三
傑

ノ
規
定
=
拘
ラ
ス
建
物
ア
ル
宅
地
ヲ
土
地
区
割
整
理
施
行
地
匝
=
編

入
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得

重
要
産
業
ノ
統
制
-
一
閥
ス

Y
法
律

法
律
第
四
十
鴻
(
昭
和
六
年
三
月
三
十
一
日
)

第
一
係
重
要
ナ
ル
産
業
ヲ
佳
ム
者
生
産
又
ハ
版
賢
一
品
開
シ
命
令
ノ
定

ム
ル
統
制
協
定
ヲ
匁
シ
タ
ル
場
合
=
於
テ
同
業
者
二
分
ノ
一
以
上
ノ

加
盟
ア
ル
ト
キ
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
期
間
内
昌
之
ヲ
主
務
大
陸
品
目
刷
出

ヅ
ベ
シ
之
ヲ
境
夏
廃
止
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ

前
項
ノ
麿
業
ノ
種
類
ハ
統
制
委
員
曾
ノ
議
ヲ
材
料
テ
主
務
大
臣
之
ヲ
指

定
ス

前
項
ノ
規
定
ユ
侠
リ
指
定
セ
ラ
レ
ダ
ル
産
業
ヲ
傍
ム
者
ρ

命
令
ノ
定

ム
ル
事
項
ヲ
主
務
大
臣
=
回
出
ヅ
ベ
シ

第
二
傑
主
務
大
臣
前
傑
ノ
統
制
協
定
ノ
加
盟
者
三
分
ノ
二
以
上
ノ
申

議
ア
リ
タ
ル
場

A
Z
於
テ
常
該
産
業
ノ
公
正
ナ
ル
利
盆
ヲ
保
護
シ
困

民
経
済
ノ
健
全
ナ
ル
焚
達
ヲ
画
L
P

勿
特
一
一
必
要
ア

F
ト
総
ム
ル
ト
キ

ρ

統
制
委
員
合
ノ
議
ヲ
経
テ
常
該
統
制
協
定
ノ
加
盟
者
又
ρ

英
ノ
協



定
一
加
盟
七
J
T

ル
同
業
者
=
封
シ
テ
其
ノ
協
定
/
全
部
又
ハ

依
ル
ベ
キ
コ
ト
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
傑
主
務
大
臣
第
一
傑
ノ
統
制
協
定
ガ
公
金
三
氏
、
ν
又
ハ
静
岡
該
産

業
若
ハ
之
ト
密
接
ナ
ル
閥
係
ヲ
有
ス
ル
産
業
ノ
公
正
十
ル
利
金
ヲ
害

ス
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
統
制
委
員
曾
ノ
議
ヲ
経
テ
其
ノ
境
変
司
A

P

取
消

ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
凶
傑
主
務
大
匝
第
一
傑
ノ
統
制
協
定
ニ
針
ス
ル
監
督
上
必
要
ア
リ

ト
一
部
ム
ル
ト
キ
ハ
統
制
協
定
ノ
加
盟
者
一
一
割
hv
又
ハ
協
定
-
一
加
毘
セ

ザ
ル
同
業
者
Z

シ
テ
第
二
傍
ノ
規
定
一
一
従
ヒ
協
定
一
一
依
ル
ベ
キ
ヨ
ト

ヲ
命
ぜ
ラ
レ
タ
ル
者
ユ
野
シ
業
務
=
閲
一
V

検
査
ヲ
匁
シ
又
ハ
報
告
ヨ
ノ

魚
ザ
し
y

ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
傑
本
法
-
-
定
ム
凡
宅
ノ
ノ
外
統
制
委
員
舎
-
一
閥
シ
必
要
ナ
ル
事

摂
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
六
傑
第
二
除
第
一
夜
ノ
規
定
エ
地
反
シ
タ
ル
者
日
正
目
回
以
下
/

過
料
ユ
慮
ス

第
一
一
憐
第
三
項
ノ
規
定
z

違
反
シ
ダ
ル
者
ハ
有
間
以
下
ノ
過
料
-
一
魔

ス非
訟
事
件
手
績
第
二
百
六
傑
乃
至
第
一
一
百
八
傑
ノ
規
定
ハ
前
二
項
ノ

過
料
=
付
之
ヲ
準
用
ス

第
七
係
重
要
ナ
ル
産
業
ヲ
倍
ム
者
左
ノ
各
競
ノ
一
三
臼
常
ス
ル
ト
キ

ハ
千
間
以
下
ノ
罰
金
-
ご
廃
ス

一
第
二
傑
ノ
規
定
旦
侠
ル
主
務
大
臣
ノ
命
令
一
一
準
反
シ
醤
該
統
制

協
定
ユ
依
ヲ
ザ
ル
ト
キ

ニ
第
三
傑
ノ
規
定
ニ
侠
ル
主
務
大
臣
ノ
命
令
品
川
従
ハ
ザ
ル
ト
キ

第
八
傑
第
四
傑
ノ
検
査
ヲ
拒
ミ
、
坊
ゲ
若
ハ
忌
避
シ
叉
ハ
同
保
ノ
規

定
二
悦
り
命
ゼ
ラ
レ
ダ
'
ル
報
告
ヲ
居
地
サ
ズ
若
ハ
虚
冊
同
ノ
報
告
ヲ
免
シ

タ
ル
者
ハ
三
育
園
以
下
ノ
罰
金
ェ
慮
月

第
九
係
重
要
ナ
ル
産
業
ヲ
管
ム
者
ハ
其
ノ
代
理
人
、
戸
生
、
家
族
、

一
雇
人
其
ノ
他
ノ
従
業
者
ガ
其
/
業
務
一
一
関
シ
第
七
傑
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ

ル
ト
キ
ハ
自
己
ノ
指
揮
=
出
デ
ザ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
其
ノ
庫
前
ヲ
免
ル

苦E

法ー

メ弘、
可ヨ

ル
ヨ
ト
ヲ
得
ズ

第
十
傑
第
七
傑
ノ
規
定
ニ
依
H
重
要
ナ
ル
産
業
ヲ
瞥
ム
者
三
週
用
Z

ベ
キ
罰
則
ハ
其
ノ
者
ガ
法
人
ナ
ル
ト
キ
ハ
理
事
、
取
締
役
英
ノ
抽
m
y

法
人
ノ
業
務
ヲ
執
行
ス
ル
役
員
て
未
成
年
者
叉
ハ
禁
治
産
者
ナ
ル

ト
キ
ハ
其
ノ
法
定
代
理
人
-
一
之
ヲ
適
用
ス
但
シ
轡
業
=
閲
シ
成
年
者

ト
同
一
ノ
能
力
ヲ
有
ス
ル
未
成
年
者
二
刊
テ
ハ
此
ノ
限
一
で
在
-
7
4
A

す

リ

同

門

同

県

本
法
施
行
ノ
期
日
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

本
法
ハ
施
行
後
五
年
間
ヲ
限
F
其
ノ
殺
カ
ヲ
宥
ス

前
項
ノ
期
間
内
三
符
サ
レ
タ
ル
本
法
叉
ハ
本
法
=
基
キ
テ
傍
ス
底
分
=

注
反
λ

ル
行
勾

F

一
付
テ
ハ
木
法
ノ
罰
則
ハ
前
項
ノ
期
間
経
過
後
ト
雌
モ

品
川
之
ヲ
遁
用
ス

一
労
働
者
災
害
扶
助
怯

t
全
停
止

'
r
H砂
川

K
H
H
R
F
H
H
4
M
1
J

t
4
4
2
-
A
-
E
t
'
H
1
2
4
E
J
b
l
、

第
一
傑
本
法
ハ
左
ノ
各
波
ノ
一
二
時
常
ス
ル
事
業
-
-
之
ヲ
適
用
ス

一
土
石
砂
綴
ヲ
探
取
ス
ル
事
業
品
シ
テ
動
力
若
ハ
火
薬
類
ヲ
用
ヒ

若
ハ
地
下
二
氏
テ
作
業
ヲ
鍔
ス
モ
ノ
又
ハ
常
時
十
人
以
上
ノ
勢
働

者
ヲ
使
用
ス
ル
モ
ノ

二
土
木
工
事
又
ハ
工
作
用
ノ
建
設
、
保
存
、
修
理
、
婚
夏
若
ハ
破

壊
ノ
工
事
-
一
シ
テ
左
ノ
一
一
一
該
嘗
ス
ル
モ
ノ

(
イ
)
圏
、
道
府
間
師
、
市
町
村
叉
ハ
勅
令
ヲ
円
相
テ
指
定
ス
ル
必
共
圏

鵠
ノ
直
替
工
事

(
ロ
)
畿
道
、
軌
道
着
ハ
索
道
ノ
運
輸
事
業
又
ハ
水
道
、
電
気
若
ハ

一
丸
斯
ノ
事
業
ヲ
笹
ム
者
が
其
ノ
事
業
ノ
倉
一
一
ス
ル
直
替
工
事

(
ハ
)
其
ノ
他
ノ
工
事
=
シ
手
勅
令
ノ
定
ム
ル
規
模
ノ
モ
ノ

三
畿
道
、
軌
道
若
ハ
索
道
ノ
運
輸
事
業
叉
ハ
一
定
ノ
路
線
ユ
依
ル

肖
動
車
ノ
運
輸
事
業

四
船
舶
ヨ
リ
若
ハ
般
舶
へ
ノ
貨
物
ノ
積
卸
ノ
事
業
、
岸
壁
、
波
止

場
、
停
車
場
若
ハ
倉
庫
z

於
ケ
ル
貨
物
取
扱
ノ
事
業
又
ハ
工
場
、

繍
山
若
ハ
土
石
計
鎖
ヲ
採
取
ス
ル
場
所
=
於
ケ
ル
貨
物
積
卸
ノ
事

第
三
十
二
巻

第
六
時
馳

一O
五
五

五



訣

業-一
u
d

テ
動
力
品
依
ル
起
重
機
、
昇
防
機
正
(
/
他
ノ
揚
重
機
ヲ
用

フ
ル
モ
ノ
ヌ
ρ

常
時
十
人
以
上
ノ
抽
労
働
者
ヲ
使
用
ス
ル
モ
ノ

五
前
各
放
品
川
惜
グ
ル
モ
ノ
ノ
外
危
険
L

ノ
ル
事
業
叉
ハ
衛
生
上
有
害

ノ
虞
ア
ル
事
業
ユ
シ
テ
勅
令
ヲ
以
一
一
ず
指
定
ス
ル
モ
ノ

主
務
大
臣
ハ
前
境
ノ
規
定
二
談
常
セ
ザ
ル
土
石
砂
鎌
ヲ
探
取
ス
ル
事

業
及
岸
壁
、
波
止
場
、
停
車
場
又
ハ
倉
庫
品
於
ケ
ル
貨
物
取
扱
ノ
事

業
=
付
地
域
ヲ
限
リ
木
法
ヲ
適
用
ス
ル
守
ト
ア
得

第
二
傑
事
柴
主
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
侠
リ
品
川
働
#
つ
い
が
業
務
ヒ
貸
傷

シ
、
疾
病
=
曜
日
又
円
死
亡
シ
タ
ル
場
合
ユ
於
テ
本
人
又
ハ
其
ノ
遺

族
若
ハ
木
人
f

死
亡
常
時
其
ノ
峨
入
-
一
依
リ
ヨ
計
ヲ
維
持
U

タ
ル
者

ヲ
扶
助
旦
ベ
シ

活
コ
五
時
前
傑
ノ
事
業

h
ト
ハ
労
働
活
ヲ
使
明
シ
ュ
ノ
市
中
た

a

ヲ
九
月
ス
白
7

調
フ
但
シ
第
一
傑
第
一
項
第
二
蹴
(
戸
)
ノ
工
事
ノ
全
部
又
ρ

一
部
ガ

歎
攻
ノ
請
賀
=
依
リ
然
サ
ル
ル
場
A
H
ユ
於
テ
ハ
一
万
請
頁
人
ヲ
北
(
ノ
詰

責
ヒ
タ
ル
工
事
品
付
事
業
主
ト
ス

前
噴
但
書
ノ
場
合
-
一
於
テ
一
万
請
頁
人
ガ
書
面
-
ご
依
ん
契
約
ヲ
以
一
フ
下

請
貴
人
ヲ
シ
テ
扶
助
ヲ
引
受
ケ
シ
メ
タ
ル
ト
ゃ
ハ
其
ノ
下
請
頁
人
モ

亦
其
ノ
詰
責
ヒ
タ
ル
工
事
ユ
付
事
業
主
ト
ス
止
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
二

以
上
ノ
下
請
質
人
ヲ
シ
テ
同
一
ノ
工
事
品
付
亘
複
シ
テ
扶
助
ヲ
引
受

ケ
U

ム
ル
ヨ
ト
ヲ
得
ズ

前
項
ノ
場
合
一
ご
於
テ
元
議
頁
人
ガ
挟
助
ノ
請
求
弓
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ

扶
助
ヲ
引
受
ケ
タ
ル
下
請
責
人
一
二
劃
U
先
ヅ
催
告
ス
ベ
キ
旨
ヲ
請
求

ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得
伺
シ
其
ノ
下
請
責
人
ガ
破
産
ノ
守
一
告
ヲ
受
』
7

又
ハ
其

ノ
行
方
が
知
レ
ザ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
一
在
一
プ
ズ

第
四
傑
第
一
傑
第
一
項
第
一
波
又
ハ
第
四
披
ノ
事
業
ず
喜
一
ブ
同
一
ノ

法
文
者
ノ
注
文
立
抗
日
匁
サ
ル
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
注
文
者
-τ

亦
其
ノ
事
業
品
付
事
業
主
ト
ス

前
傑
第
三
項
ノ
規
定
月
前
項
ノ
注
文
者
ガ
挟
邸
ノ
請
求
7
交
ケ
タ
ル

場
合
ュ
之
ヲ
準
用
ス

第
五
傑
行
政
官
臆
ハ
命
令
ノ
定
ゐ
ル
所
品
川
依
リ
事
業
ノ
行
ハ
ル
ル
場

令

第
三
十
二
巻

第
六
披

一O
L九
六

五

所
一
一
於
ケ
ル
危
害
ノ
防
止
又
ハ
衛
生
=
閥
シ
必
要
チ
ル
事
項
ヲ
事
業

主
叉
ハ
制
労
働
者
z

命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
係
行
政
官
臆
ハ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
鴬
該
官
吏
又
ハ
支

民
ヲ
む
こ
ア
事
業
ノ
行
ハ
ル
ル
場
所
ユ
臨
機
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
七
保
事
業
全
扶
助
ヲ
汚
ス
ベ
キ
場
合
品
於
テ
其
ノ
資
力
ア
ル
=
拘

-
フ
ズ
扶
助
ヲ
崎
川
サ
ザ
ル
ト
キ
ρ

千
関
以
下
ノ
罰
金
-
慮
ス

第
八
傑
正
常
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
首
該
官
吏
叉
ハ
吏
員
ノ
臨
検
ヲ
拒

、
、
妨
げ
ゲ
若
ハ
忌
謎
シ
又
ハ
其
ノ
尋
問
品
調
シ
答
縛
ヲ
得
サ
究
者
ハ

虚
儒
ノ
陳
謹
ヲ
勿
シ
タ
ル
者
ハ
一
一
一
百
園
以
下
ノ
罰
金
三
膳
ス

第
責
保
事
業
主
赤
成
年
者
若
ハ
禁
治
産
者
ナ
ル
ト
キ
又
二
松
人
ナ
パ

ト
キ
ρ

之
ニ
適
用
λ

ベ
キ
罰
則
ハ
其
ノ
法
定
代
理
人
ヌ
ρ

法
令
ノ
規

定
二
依
リ
法
人
ヲ
代
支
λ

ル
者
品
之
ヲ
適
用
ス
例
一
シ
畑
官
業
コ
閲

v
成

年
者
ト
同
一
ノ
能
力
ヲ
右
ス
ル
未
成
年
者
-
一
付
テ
ρ

此
ノ
限
昌
詫
-
フ

ズ

第
十
傑
事
業
主
n

其
ノ
代
理
人
、
戸
主
、
家
族
、
同
居
者
、
一
属
人
某

ノ
他
ノ
従
業
者
ガ
其
ノ
業
務
ユ
閥
シ
本
法
-
一
違
反
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
自

己
ノ
折
揮
ユ
出
デ
ザ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
某
ノ
慮
罰
ヲ
兎
ル
ル
ヨ
ト
ヲ
得

ス

第
十
一
傑
本
法
申
事
業
主
z

閥
月
ル
剖
則
ハ
園
、
選
府
服
、
市
町
村

及
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
公
共
闘
穏
Z

E

之
ヲ
遁
用
セ
ズ

附

則

本
法
ハ
昭
和
七
年
一
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

崎
労
働
者
災
害
扶
助
責
任
保
険
法

法
律
第
主
十
五
放
(
昭
和
六
年
四
月
一
日
〉

第
一
保
政
府
ハ
木
法
ユ
侠
リ
勢
働
者
災
害
挟
助
責
任
保
険
ヲ
管
掌
ス

第
二
傑
抽
労
働
者
災
害
扶
助
責
任
保
険
昌
於
テ
ハ
勢
働
者
災
害
扶
助

法
、
工
場
法
又
ハ
鏑
業
法
z

基
タ
挟
跡
責
任
ヲ
保
険
ス
ル
モ
F

トヲハ

扶
助
責
任
ノ
保
険
7
付
ス
ベ
キ
事
業
ノ
種
類
、
保
険
ス
ベ
キ
扶
助
責

伝
ノ
範
園
及
保
険
料
率
、
保
険
料
納
付
期
日
英
ノ
他
保
険
料
品
開
見



ル
事
項
品
付
テ
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
三
傑
制
労
働
者
災
害
扶
助
法
第
一
傑
第
一
項
第
二
放
(
ハ
)
ノ
工
事
ノ

事
業
主
及
勅
令
ノ
定
ム
ル
事
業
主
ハ
政
府
ト
保
験
契
約
ヲ
締
結
ス
ベ

シ
但
シ
同
法
第
三
探
第
二
項
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
一
苅
詰
責
人
ユ
於
テ
保

険
契
約
ヲ
締
結
ス
ベ
シ

第
四
係
保
険
契
約
者
ヲ
以
テ
保
険
金
受
取
人
ト
ス
但
シ
前
傑
但
書
ノ

規
定
ニ
依
リ
一
冗
請
賀
人
ガ
保
険
契
約
ア
締
結
シ
タ
ル
場
A
n
-
一
於
テ
ハ

扶
助
ヲ
引
受
ケ
タ
ル
下
詰
責
人
ヲ
以
テ
保
険
金
受
取
人
ト
ス

政
府
ハ
前
項
ノ
規
定
-
一
拘
ラ
ズ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
り
扶
助
ヲ
受

夕
、
ベ
キ
者
品
保
険
金
ヲ
支
挽
ア
コ
ト
ヲ
得

第
五
保
保
険
契
約
者
が
悪
意
又
ハ
重
大
ナ
ル
過
失
エ
依
り
保
険
料
算

定
ノ
基
礎
タ
ル
重
要
ナ
ル
事
寅
ヲ
告
知
セ

f
叉
ρ

其
ノ
事
賞
Z

何
不

買
ノ
血
同
知
ヲ
灼
シ
ダ
ル
ト
キ
ハ
政
府
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
Z

依
リ
保

険
金
ノ
企
部
沢
一
ハ

4

郊
ヲ
主
悌
ハ
ヂ
ル
ー
ト
ア
得

第
六
傑
保
険
契
約
者
保
険
制
ノ
梯
込
墨
付
、
遅
滞
シ
グ
ル
ト
キ
ハ
英
ノ

遅
滞
期
間
=
於
テ
生
ジ
タ
ル
事
故
Z

劃
ス
ル
保
険
金
Z

付
一
ア
戸
勅
令

ノ
定
ム
ル
所
=
依
H
其
ノ
全
部
叉
ハ
一
部
ヲ
支
排
ハ
ザ
ル
ヨ
ト
ヲ
符

第
七
係
保
険
契
約
者
叉
ハ
保
険
金
受
取
人
ガ
故
芯
若
山
重
大
ナ
ル
遇

失
ニ
侠
リ
叉
ρ

努
働
者
災
害
扶
助
法
、
工
場
法
若
ハ
錦
、
業
法
=
基
ク

危
害
時
拘
防
若
ハ
衛
生
=
闘
ス
ル
命
令
ユ
議
反
シ
タ
ル
=
依
日
扶
動
責

任
ノ
原
因
H
M
Y

札
何
事
故
ヲ
生
ゼ
シ
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
-
一

依
り
保
険
金
ノ
全
部
又
ρ

一
部
ヲ
支
柳
川
4
1
w

ヨ
ト
ヲ
待

第
八
傑
保
険
金
支
挽
ノ
義
務
及
保
険
料
、
返
還
ノ
義
務
ρ

二
年
、
保
険

料
支
排
ノ
義
務
山
一
年
ヲ
経
過
シ
ダ
ル
ト
キ
戸
時
数
-
一
依
P
テ
消
滅

ス
第
九
傑
保
険
契
約
者
叉
ハ
保
険
金
受
取
人
ず
労
働
者
災
害
挟
助
責
任

保
険
=
関
ス
ル
事
項
ニ
付
政
府
-
一
針
シ
民
事
訴
訟
ヲ
提
起
エ
ル
=
ハ

勢
働
者
災
害
扶
助
責
任
保
険
審
査
曾
ノ
審
査
ヲ
粧
ル
ヨ
ト
ヲ
要
λ

前
項
ノ
審
査
ノ
請
求
山
崎
放
ノ
中
断
E

閲
シ
テ
山
裁
剣
上
ノ
請
求
ト

若
倣
ス

法

ノ』
可同

第
十
傑
勢
働
者
災
害
挟
助
責
任
保
険
警
資
曾
=
闘
ス
ル
規
定
ハ
勅
令

ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
十
一
傑
本
法
品
川
依
ル
保
険
=
閲
Z

ル
書
類
=
ハ
印
紙
税
7
課
セ
f

第
十
二
保
行
政
官
臆
ハ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
常
該
官
吏
叉
ハ

吏
長
ヲ
シ
テ
木
法
ユ
依
H
扶
助
責
任
ノ
保
険
ヲ
付
ジ
叉
ハ
付
ス
ベ
キ

事
業
ノ
行
ハ
ル
ル
場
所
一
一
臨
検
セ
シ
ム
ル
苧
ト
ヲ
得

第
十
三
保
第
三
時
開
ノ
事
業
主
保
険
契
約
ヲ
締
結
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
千
固

以
下
ノ
過
料
E

慮
ス

前
項
ノ
過
料
品
付
テ
ハ
非
訟
事
件
手
練
法
第
二
百
六
機
乃
至
第
=
百

八
係
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
十
四
修
正
営
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
常
設
官
吏
叉
ハ
吏
員
ノ
臨
検
ヲ
拒

‘
、
、
、
妨
ザ
若
ハ
国
仙
波
uv

又
ハ
其
ノ
尋
問
品
野
シ
匁
口
癖
ヲ
符
サ
ズ
若
ハ

虚
儒
ノ
陳
漣
ヲ
侍
シ
タ
ル
者
ハ
一
一
一
百
周
以
下
ノ
剖
金
一
二
庭
ス

附

則

ホ
松
戸
一
川
和
J
L

作
叩
↑
月

F
H
2
り
之
町
y

施
行
ス

勢
働
者
災
害
扶
助
法
第
一
僚
第
一
項
第
二
裁
(
ハ
)
ノ
工
事
=
シ
テ
木
法

施
行
前
ユ
著
手
(
諸
君
貝
Z

依
ル
モ
ノ
ユ
付
テ
ハ
請
資
契
約
/
締
結
)
セ
ラ

レ
タ
ル
モ
ノ
晶
付
テ
ハ
第
三
傑
ノ
規
定
ハ
之
ヲ
噛
刷
用
セ
ズ

米
穀
法
中
改
正

米
穀
法
中
左
ノ
遡
吹
正
λ

法
律
第
三
十
一
致
(
昭
和
六
年
三
月
三
十
日
)

第
二
傑
中
↑
米
殺
ノ
輸
入
税
ヲ
増
減
若
山
克
除
U

又
ハ
其
ノ
輸
入
若
ハ

輸
出
ヲ
制
限
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
一
ヲ
「
米
穀
ノ
輸
入
税
ヲ
増
減
又
ハ
免
除
ス

丸
ヨ
ト
ヲ
得
」
ユ
吹
ム

第
三
保
米
較
ノ
輸
入
又
ハ
輸
出
ハ
勅
令
品
別
段
y
定
?
ル
揚
A
Y
ヲ
除

ク
ノ
M

内
政
府
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
ユ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
合
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
凹
係
ヲ
第
六
傑
ト
シ
第
五
傍
空
前
傑
」
ヲ
一
第
ム
ハ
係
三
吹
メ
関
傑
ヲ

第
八
傑
ト
ス

第
四
僚
政
府
ガ
帝
園
内
品
於
テ
第
一
保
ノ
規
定
-
一
依
り
米
殺
ノ
買
入

叉
ハ
賢
渡
ヲ
掛
川
λ

ハ
米
債
ガ
政
府
ノ
告
一
京
シ
ダ
ル
最
低
債
格
叉
円
最

高
債
格
ヲ
超
エ
低
落
叉
ハ
騰
貴
シ
タ
ル
場
合
=
限
ル
但
シ
米
殺
ノ
貫

第
三
十
三
巻

一O
五
七

第
六
波

互五



法

〆金、

" 

換
、
貯
蔵
米
穀
整
理
ノ
角
-
一
ス
ル
資
波
、
輸
入
ヲ
目
的
ト
見
ル
米
殺

ノ
買
入
及
輸
入
ヲ
目
的
ト
ス
ル
米
穀
ノ
責
渡
ノ
場
合
z

於
テ
ハ
此
ノ

隈
昌
在
-
フ
ズ

前
項
ノ
米
債
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
品
一
従
ヒ
其
ノ
指
定
ス
ル
市
場
ノ
相

場
=
依
リ
之
7
定
ム

第
一
項
ノ
買
入
又
ハ
賛
波
ノ
償
格
ハ
時
慎
一
一
準
擁
シ
テ
之
ヲ
定
メ
同

項
但
書
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
之
ヲ
骨
一
京
ス

第
五
傑
前
傑
ノ
最
低
債
格
叉
ハ
最
高
償
協
ハ
命
令
/
定
ム
ル
所
-
一
依

F
左
一
一
掲
グ
ル
事
項
ヲ
基
礎
ト
ジ
之
ヲ
定
ム

米
殺
生
産
農

家
計
費

米
債
指
数
ノ
物
償
指
数
一
二
対
凡
ル
割
合
/
樹
勢
二
山
り
箪
山
川
V

タ

凡
器
材

第
七
傑
第
三
傑
ノ
規
定
-
一
違
反
シ
テ
米
穀
ヲ
輸
入
又
ハ
輸
出
シ
タ
ル

者
ハ
五
千
園
以
下
ノ
罰
金
品
慮
シ
其
ノ
米
穀
ァ
浸
牧
ス
者
シ
其
ノ
米

投
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
浸
牧
λ

ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
債
縮

ヲ
這
徴
且

替
業
者
未
成
年
者
叉
ハ
禁
治
産
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
罰
則
ハ
之
7

法
定
代
理
人
=
適
用
ス
但
シ
替
業
=
閥
シ
成
年
者
ト
同
一
ノ
能
力
ヲ

有
ス
ル
未
成
年
者
墨
付
一
ア
ハ
此
ノ
限
-
一
在
ラ
ズ

替
業
者
ハ
其
ノ
代
理
人
、
戸
主
、
家
族
、
雇
人
英
ノ
他
ノ
従
業
者
ガ

其
ノ
業
務
=
閥
シ
第
三
傑
ノ
規
定
=
違
反
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
自
己
ノ
指

揮
三
尚
ヂ
ヂ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
其
ノ
底
割
ヲ
免
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

法
人
ノ
代
表
者
其
ノ
他
ノ
従
業
者
法
人
ノ
業
務
品
開
シ
第
三
傑
ノ
規

定
品
違
反
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
英
ノ
罰
則
ヲ
法
人
三
週
用
ス

附

H
A
 

本
法
施
行
ノ
期
日
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

命
令
ノ
定
ム
ル
所
主
協
日
嘗
分
ノ
内
第
四
傑
ノ
最
低
債
格
又
ハ
最
高
債

格
ρ

第
五
傑
ノ
規
定
-
-
拘
ラ
ズ
米
債
指
数
ノ
物
債
指
数
孟
割
ユ
ル
割
合

ノ
趨
勢
=
依
リ
算
出
シ
タ
ル
債
格
7
基
礎
ト
シ
之
ヲ
定
ム

第
=
一
十
二
巻

一O
五
八

第
六
撹

五
四

自
動
車
交
通
事
業
法

法
律
第
五
十
二
披
(
昭
和
六
年
四
月
一
日
)

第
一
章
肖
動
車
運
輸
事
業

第
一
探
本
法
一
一
於
テ
白
動
車
運
輸
事
業
ト
ハ
一
般
車
〈
泡
ノ
用
且
供
ス

ル
矯
路
線
7
定
メ
定
期
-
一
自
動
車
ヲ
遅
行
シ
テ
族
客
又
ρ

物
品
ァ
運

迭
ス
ル
事
業
ヲ
謂
フ

第
二
燦
自
動
車
運
輸
事
業
ノ
路
線
ハ
一
般
ノ
道
路
、
向
動
車
道
又
ハ

一
般
遁
行
ノ
用
=
侠
ス
ル
遁
路
品
依
そ
へ

U

第
一
一
一
傑
主
務
大
臣
ハ
命
令
ヲ
以
子
自
動
車
運
輸
事
業
=
付
勝
線
一
一
服

ジ
テ
使
用
ス
ベ
キ
自
動
車
ノ
繭
扱
某
ノ
他
事
業
/
基
準
7
定
ふ
ル
コ

ト
ヲ
得

第
酌
際
自
動
車
運
輸
事
業
ヲ
鰹
位
百
セ
ン
ト
λ

ル
者
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル

所
ユ
依
リ
運
賃
其
ノ
他
品
開
ス
ル
事
業
計
童
ヲ
定
メ
主
務
大
臣
ノ
免

許
ヲ
受
ク
ベ
シ

主
務
大
臣
ハ
前
項
ノ
免
許
ヲ
矯
λ

ユ
嘗
り
命
令
ノ
定
ム
ル
所
=
依
P

其
ノ
有
殺
耕
閣
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
傑
主
胤
明
大
臣
ハ
向
動
車
運
輸
事
業
者
が
宿
泊
詐
ノ
有
妓
期
間
満
了

後
の
引
領
キ
其
ノ
事
業
ヲ
経
替
セ
ン
ヨ
ト
ヲ
申
請
シ
ダ
ル
ト
キ
ハ
嘗

該
路
線
二
憤
ル
向
動
車
運
輸
事
業
ノ
不
必
要
其
ノ
他
特
別
ノ
事
由
ナ

キ
限
リ
期
間
夏
新
ノ
免
許
ヲ
鴛
ス
ベ
シ

第
六
傑
自
動
車
運
輸
事
業
経
笹
ノ
免
許
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
主
務
大
臣

ノ
指
定
ス
ル
期
間
内
三
連
輸
開
始
ノ
認
可
ヲ
申
請
ス
ベ

V

第
十
七
傑
第
一
一
項
ノ
事
用
自
動
車
道
ヲ
開
設
シ
テ
自
動
車
運
輸
事
業
ヲ

経
比
百
ス
ル
場
合
-
一
在
リ
テ
ハ
工
事
方
法
ヲ
定
メ
前
項
ノ
認
可
申
請
前

主
務
大
臣
ノ
指
定
見
ル
期
間
内
-
工
事
施
行
ノ
認
可
ヲ
申
請
ス
」
シ

天
災
其
ノ
他
巳
ム
ア
得
ザ
ル
事
由
品
開
向
日
前
二
項
ノ
期
間
内
-
一
認
可

ヲ
申
請
ス
ル
ヨ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
申
請
昌
図
リ
主
務
夫
臣
ハ
期
間

ヲ
伸
長
λ

ル
コ
ト
ヲ
得

第
七
傑
白
勤
車
運
輸
事
業
者
事
業
計
董
又
ハ
専
用
自
動
車
遁
ノ
工
事

方
法
ヲ
漣
夏
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
交
ク
ベ
シ



第
八
係
自
動
車
運
輸
事
業
ノ
自
動
車
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
=
依
リ

銭
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
見

第
九
傑
自
動
車
運
輸
事
業
ノ
運
輸
、
設
備
及
曾
計
z

関
ス
ル
規
定
ハ

命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
十
係
主
務
大
臣
ハ
一
公
盆
上
必
要
ア
F
ト
認
ム
ル
ト
キ
戸
自
動
車
運

輸
事
業
者
ユ
川
智
シ
左
二
地
グ
ル
事
項
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得

一
運
賃
英
ノ
他
一
一
関
ス
ル
事
業
計
実
又
ハ
専
用
自
動
車
道
ノ
工
事

方
法
ヲ
回
世
史
セ
レ
ム
ル
つ
ト

二

路

線

7
延
長
叉
ハ
穣
一
見
セ
シ
ム
ル
コ
ト
但
シ
事
用
向
動
車
道
ノ

延
長
及
密
更
ハ
此
ノ
限
-
で
在
ラ
ズ

三
他
ノ
蓬
設
事
業
者
ト
連
絡
運
輸
ヲ
匁
サ
シ
ム
ル
コ
ト

四
全
部
叉
ハ
一
部
/
路
線
ヲ
北
一
通
且
ス
ル
敏
人
ノ
自
動
車
運
輸
事

業
者
ア
ル
場
合
-
一
共
同
経
管
ヲ
鴬
ザ
シ
ム
ル
コ
ト

五
旅
客
一
火
山
物
品
/
巡
紘
一
団
関
ス
ル
船
出
古
E

付
保
険
品
付
h
ν

ム

ル
コ
ト

ム
ハ
前
各
蹴
ノ
外
事
業
ノ
改
善
ヲ
鴛
サ
シ
ム
ル
コ
ト

前
項
第
三
競
及
第
四
時
肌
ノ
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
寅
施
方
法
又
ハ
各
事
業

者
ノ
取
得

u
若
ハ
責
措
λ

ベ
キ
金
額
三
付
協
議
調
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
申

請
=
因
リ
主
務
大
臣
之
ヲ
裁
定
ス

第
十
一
傑
免
許
、
許
可
叉
ハ
認
可
品
九
僚
件
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
傑
件
ハ
公
金
上
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
境
変
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
傑
第
二
項
ノ
規
定
ハ
第
一
項
ノ
傑
件
=
於
テ
他
ノ
運
念
事
業
者
ヨ

F
事
業
ノ
譲
渡
又
で
共
同
経
倍
、
舎
祉
ノ
合
併
等
ヲ
求
メ
タ
ル
ト
キ

ハ
之
昌
一
際
ズ
ベ
キ
コ
ト
ヲ
命
ジ
ダ
ル
場
合
昌
一
於
ケ
ル
賀
施
方
法
及
岐

得
叉
ハ
責
措
令
額
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
十
二
係
自
動
車
運
輸
事
業
ハ
主
務
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
ユ
非
ザ

レ
バ
某
ノ
事
業
ノ
全
部
又
ハ
一
部
7
休
止
し
y

叉
ハ
廃
止
λ

ル
ヨ
ト
ヲ

得
ズ

第
十
三
傑
自
動
車
運
輸
事
業
ノ
謬
渡
ハ
主
務
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル

-H非
ザ
レ
バ
宜
(
ノ
投
カ
ヲ
生
ぜ
J
A

法

曾
枇
ノ
併
合
一
ご
四
ル
自
動
車
運
輸
半
業
ノ
承
継
一
一
一
付
テ
ハ
合
併
前
主

務
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
タ
ベ
シ

自
動
車
運
輸
事
業
者
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
相
績
人
ハ
其
ノ
事
業
7
承

糧
ス

自
動
車
運
輸
事
業
ヲ
替
ム
舎
祉
ノ
解
散
ノ
決
議
又
ハ
撚
社
民
ノ
同
意

ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ル
=
非
ザ
レ
バ
其
ノ
毅
カ
ヲ
生
ぜ
ズ

第
十
四
傑
左
ノ
場
合
=
於
テ
ハ
主
務
大
臣
ハ
自
動
車
運
輸
事
業
経
笹

ノ
免
許
ノ
全
部
若
ハ
一
部
7

取
消
hv
叉
ハ
事
業
ノ
全
部
蒋
ハ
一
部
フ

停
止
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

一
法
令
又
ハ
免
許
、
許
可
若
ハ
認
可
=
附
シ
タ
ル
傑
件
昌
注
反
U

ダ
ル
ト
キ

二
法
令
品
基
キ
テ
鴛
シ
タ
ル
底
分
叉
ハ
免
許
、
許
可
若
ハ
認
可
-
一

附
U
N
M
f

ル
保
件
z

基
キ
一
ア
鴛
シ
グ
ル
鴎
分
品
山
道
反
シ
グ
ル
ト
キ

一
一
一
許
可
ヌ
ハ
認
可
7
由
民
ウ
グ
ル
事
唄
す
故
づ
ク
貰
施
セ
ザ
件
ト
キ

四
事
業
ノ
経
笹
不
確
寅
又
ハ
資
産
朕
態
ノ
著
シ
キ
不
夏
其
ノ
他
ノ

鴛
事
業
ヲ
機
績
見
1
F
=
遁
セ
ズ
ト
認
メ
ダ
ル
ト
キ

五
公
盆
ヲ
害
ス
ル
行
鴛
ヲ
鴛
シ
タ
ル
ト
キ

大
道
路
、
自
載
車
道
又
ハ
通
路
ノ
朕
汎
ガ
自
動
車
/
運
行
二
週
セ

ザ
ル
ユ
至
日
夕
ル
ト
キ

第
十
五
傑
左
ノ
場
合
=
於
テ
ρ

向
動
車
運
輸
事
業
経
轡
ノ
免
許
ハ
其

ノ
殺
カ
ヲ
夫
フ

一
運
輸
開
始
ノ
認
可
申
請
期
間
内
昌
一
認
可
ヲ
申
請
セ
乎
ル
ト
キ

ニ
運
輸
開
始
ノ
認
可
ナ
キ
ト
キ

三
事
業
樫
管
ノ
免
許
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
曾
枇
ノ
努
超
人
ナ
ル
ト
キ
A

運
輸
開
始
ノ
認
可
申
請
期
間
内
(
路
線
ノ
全
部
叉
ハ
一
部
品
付
募

用
自
動
車
道
ヲ
開
設
ス
ル
場
合
=
夜
リ
テ
ハ
工
事
施
行
ノ
認
可
申

請
期
間
内
)
=
含
社
設
立
ノ
登
記
ヲ
品
川
サ
ザ
ル
ト
キ

四
専
用
向
動
車
選
ユ
付
工
事
施
行
ノ
認
可
申
請
期
間
内
一
一
認
可
ヲ

申
詰
セ
ザ
ル
ト
キ

五
専
用
向
動
車
道
ユ
付
工
事
施
行
ノ
認
可
ナ
キ
ト
キ

第
三
十
二
巻

一O
五
九

第
六
時
事

一
五
五



法

令

事
業
ノ
腿
止
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
グ
ル
ト
キ

事
業
ヲ
瞥
ム
含
枇
解
散
レ
タ
ル
ト
キ

第
十
六
傑
白
動
車
運
輸
事
業
以
外
ノ
自
動
車
二
依
ル
運
送
事
業
-
一
関

ス
ル
規
定
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
7
定
ム

第
二
章
自
動
車
道
及
自
動
車
道
事
業

第
十
七
傑
本
法
=
於
テ
自
動
車
道
ト
ハ
事
ラ
自
動
車
ノ
一
般
交
通
ノ

用
品
供
ス
ル
遁
路
(
一
般
自
動
車
道
)
及
自
動
車
運
輸
事
業
者
ガ
其
ノ

事
業
用
自
動
車
ノ
事
用
品
供
ス
ル
遁
路
(
専
用
自
動
車
道
)
ヲ
調
ア

本
法
昌
於
テ
自
動
車
道
事
業
ト
ハ
一
般
自
動
車
道
ヲ
開
設
シ
有
償
又

列
無
償
-
一
テ
之
ヲ
幕
ラ
自
動
車
ノ
一
般
安
遁
ノ
用
ユ
供
ス
ル
事
業
ヲ

謂
フ

第
十
八
傑
自
動
車
道
事
業
ヲ
絞
傍
ヒ
ン
ト
ヌ
わ
音
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル

所
一
一
依
H
佐
斥
制
引
金
主
{
ノ
他
=
闘
ス
ル
事
業
計
重
ヲ
定
メ
主
務
大
臣

ノ
免
許
ヲ
受
タ
ペ
シ

第
十
九
傑
自
動
車
道
事
業
経
轡
ノ
免
許
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ρ

工
事
方
法

ヲ
定
メ
主
務
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
期
間
内
z

工
事
施
行
ノ
認
可
ヲ
申
請

ス
ベ

U

天
災
其
ノ
偽
巳
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
由
=
因
リ
前
項
ノ
期
間
内
二
却
叫
可
ヲ

申
請
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ヂ
ル
ト
キ
ハ
申
請
品
図
リ
主
務
大
臣
川
期
間
ヲ

伸
長
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
係
自
動
車
道
事
業
者
主
事
施
行
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ

主
務
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
期
間
内
昌
一
般
自
動
車
這
ノ
工
事
三
者
手
シ

之
ヲ
竣
功
セ
シ
ム
ベ
シ

前
傑
第
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
期
間
ノ
伸
長
一
一
之
ヲ
準
用
λ

第
二
十
一
傑
自
動
車
道
事
業
者
事
業
計
室
又
ハ
一
般
向
動
車
道
ノ
工

事
方
法
ヲ
獲
夏
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

第
二
十
二
傑
自
動
車
道
品
開
ス
ル
工
事
ノ
信
一
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
自
動

車
道
事
業
者
又
ハ
自
動
車
運
輸
事
業
者
ρ

地
方
長
官
ノ
詐
可
ヲ
受
ケ

沿
道
ノ
土
地
品
立
入
H
又
ハ
英
ノ
土
地
フ
一
時
材
料
置
場
ト
シ
テ
使

用
Z

ル
コ
ト
ヲ
得

Fヒ7t

第
三
十
二
巻

一O
六

O

第
六
披

一
五
六

前
長
ノ
規
定
一
一
侠
ル
立
入
又
ハ
使
用
ヲ
桂
川
サ
ン
ト
ス
ル
ド
キ
ハ
己
ム

ヲ
得
ザ
ル
事
由
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
濠
メ
土
地
ノ
山
有
者
-
一
其
ノ

遁
知
ヲ
鴛
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
一
項
ノ
規
定
孟
依
ル
立
入
叉
ハ
使
用
-
一
間
リ
テ
生
ジ
担
ル
損
害
ハ

立
入
又
円
使
用
ノ
後
退
滞
ナ
タ
事
業
者
二
年
7

之
ヲ
補
償
ス
ベ
シ

前
項
ノ
補
償
=
付
協
議
調
ρ

ザ
ル
ト
キ
ハ
地
方
長
官
之
ヲ
裁
定
λ

前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
裁
定
中
補
償
A

担
額
三
本
服
ア
ル
者
ハ
裁
定
ノ
通

知
ヲ
受
ケ
タ
ル
日
ヨ
H
一
一
一
月
内
一
一
通
常
裁
剣
所
ユ
出
訴
ス
ル
コ
ト
ヲ

ロ号
第
二
+
三
保
一
般
向
勤
車
道
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ル

-T非
ザ

レ
パ
其
ノ
供
用
ヲ
開
始
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
f

第
二
十
間
保
一
般
向
動
車
道
ノ
臨
時
造
、
維
持
、
修
繕
清
凡
使
用
父
ハ

其
ノ
交
通
ノ
保
全
z

一闘
Z

ル
規
定
円
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
二
十
五
係
主
務
大
臣
ハ
公
盆
上
必
要
ア

H
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
自
動

車
道
事
業
者

-Z封
シ
左
昌
掲
グ
ル
事
項
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
;

一
使
用
料
金
其
ノ
他
三
閥
ス
ル
事
業
計
惹
又
ハ
一
般
自
動
車
道
ノ

工
事
方
法
ヲ
漫
夏
セ
シ
ム
ル
コ
ト
・

二
一
般
向
動
車
道
又
ハ
其
ノ
附
盾
物
件
ノ
改
善
ヲ
鴛
+
シ
ム
ル
コ

-
P
 

第
二
十
六
傑
免
許
、
許
可
叉
ハ
認
可
-
一
ハ
傑
件
ヲ
附
λ

ル
ヨ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
傑
件
川
公
盆
上
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
種
夏
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得

第
二
十
七
傑
自
動
車
道
事
業
者
ハ
主
務
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
=
非

ザ
レ
パ
其
ノ
事
業

-L圃
ス
ル
一
般
向
動
車
選
ノ
全
部
叉
ハ
一
部
ノ
供

用
ヲ
休
止
シ
又
ハ
廃
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
T

第
二
十
八
傑
白
動
車
道
事
業
ノ
譲
渡
ハ
主
務
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル

ユ
非
ザ
レ
パ
其
ノ
殺
カ
ヲ
生
ゼ
ズ

曾
祉
ノ
合
併
-
一
図
ル
向
動
車
遁
事
業
ノ
承
縫
品
付
テ
ハ
A
口
併
前
主
務

大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

開
動
車
道
事
業
者
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
戸
刺
繍
人
ハ
某
ノ
事
業
7
承
纏

ス



自
動
車
遁
事
業
ヲ
替
込
合
枇
ノ
解
散
ノ
決
議
叉
ハ
紘
一
枇
員
ノ
同
意
戸

主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
タ
ル
昌
非
サ
レ
バ
主

7
殺
カ
ヲ
生
ゼ
ズ
』

第
二
十
九
係
左
ノ
場
合
-
一
於
テ
ハ
主
務
大
臣
ハ
自
動
車
道
事
業
停
瞥

ノ
免
許
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
取
消
シ
又
ハ
事
業
ノ
全
部
又
ρ

一
部
ヲ

停
止
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

一
法
令
又
ハ
免
許
、
許
可
者
ハ
認
可
ユ
附
シ
グ
ル
傑
件
品
違
反
シ

グ
ル
ト
キ

二
法
令
品
基
キ
テ
匁
シ
タ
ル
底
分
叉
ハ
免
許
、
許
可
若
ハ
認
可
品

附
U
R
ル
傑
件
一
一
基
キ
テ
怨
シ
タ
ル
底
分
三
返
一
民
シ
タ
ル
ト
キ

一
一
一
主
務
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
期
間
内
=
工
事
ヲ
竣
功
セ
ズ
其
ノ
他
許

可
叉
ハ
認
可
ア
受
ケ
タ
ル
事
項
7
故
ナ
ク
賓
施
セ
ザ
ル
ト
キ

凹
事
業
ノ
師
判
断
官
不
確
貰
叉
山
資
産
吠
態
ノ
著
シ
キ
不
頁
其
ノ
他
ノ

免
事
業
ヲ
継
績
ス
ル
三
週
セ
ズ
ト
認
メ
ダ
ル
ト
キ

五
乱
世
仲
叫
7
ピ
内
ス
ル
行
角
7
傍
シ
タ
ル
ト
キ

第
三
十
僚
左
ノ
場
合
ニ
於
テ
ρ

自
動
車
選
卒
業
経
笹
ノ
免
許
ハ
其
ノ

効
力
ヲ
失
フ

一
工
事
施
行
ノ
認
可
申
請
期
間
内
一
一
認
可
ヲ
申
請
セ
ザ
ル
ト
キ

二
工
事
施
行
ノ
認
可
ナ
キ
ト
キ

三
事
業
経
笹
ノ
免
許
ヲ
受
ケ
グ
ル
者
曾
枇
ノ
費
起
人
ナ
ル
ト
キ
川

工
事
施
行
ノ
認
可
申
請
期
間
内

-7曾
祉
設
立
ノ
笠
記
ヲ
鴛
+
ザ
ル

ト
キ

四
一
般
自
動
車
道
ノ
供
用
ノ
廃
止
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ

五
事
業
ヲ
瞥
ム
含
社
解
散
ν

タ
ル
ト
キ

第
三
十
一
傑
政
府
又
ハ
政
府
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
作
者
ガ
自
動
車
道
=

接
績
シ
若
ハ
接
紅
白
V

叉
ハ
之
ヲ
横
断
シ
テ
一
般
ノ
道
路
、
向
動
車
道
、

橋
梁
、
河
川
、
運
河
、
溝
、
渠
、
鍛
道
、
軌
道
、
索
道
等
ヲ
造
設
セ
ン

ト
ス
ル
ト
キ
ハ
向
動
車
道
事
業
者
久
ハ
自
動
車
運
輸
事
業
者
ハ
之
ヲ

拒
ム
ヨ
ト
ヲ
得
ズ

前
項
ノ
場
合
-
一
於
テ
公
金
上
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
主
務
大
臣

ハ
自
動
車
道
事
業
者
叉
ハ
自
動
車
運
輸
事
業
者
一
一
割
シ
設
備
ノ
共
用

法

メλ
μ 

叉
ハ
努
夏
ヲ
命
f

ル
ヨ
ト
ヲ
得

前
二
項
ノ
場
合
-
一
於
テ
其
ノ
賓
施
方
法
及
費
用
ノ
責
措
ユ
付
協
議
調

ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
申
請
品
因
H
関
係
主
務
大
臣
之
ヲ
裁
定
λ

自
動
車
道

事
業
者
又
ハ
向
動
車
運
輸
事
業
者
ノ
受
ケ
ダ
ル
損
害
ノ
補
償
=
付
亦

同
J

ン

第
二
十
二
係
第
五
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
補
償
令
額
昌
之
ヲ
準
用
ス

第
三
十
二
傑
一
般
自
動
車
道
以
外
ノ
両
動
車
ノ
遁
行
ス
ル
道
路
ヲ
関

設
シ
テ
使
用
料
命
ヲ
徴
収
ス
ル
場
令
=
闘
ス
ル
規
定
ハ
勅
令
ヲ
以
一
ア

之
ヲ
定
ム

第
三
章
共
遁
規
定

第
三
十
=
一
傑
同
一
ノ
一
般
自
動
車
道
=
依
ル
肖
動
車
道
事
業
及
尚
動

車
運
輸
事
業
ノ
兼
佐
ノ
場
合
昌
於
ケ
ル
免
許
、
許
可
及
認
可
ユ
関
シ

テ
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
別
段
ノ
定
ヲ
矯
ス
ヨ
ト
ヲ
得

第
一
ニ
卜
問
傑
'
十
t
務
大
臣
父
ハ
地
母
国
P
R

宮
〈
東
京
府
高
定
日
ヲ
ハ
轡
細
川

捜
監
ヲ
含
ム
、
以
下
問
ジ
)
ハ
必
要
ア

H
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
自
動
車

英
輸
事
業
者
又
ρ

自
動
車
道
事
業
者
ヲ
シ
テ
事
業
上
ノ
報
告
ヲ
鴛
サ

U

メ
、
書
類
ヲ
提
出
セ
シ
メ
又
ハ
監
交
員
ヲ
一
淑
遣
シ
テ
事
業
ノ
状
況

ヲ
監
査
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

監
査
員
ハ
自
動
車
運
輸
事
業
者
若
ハ
自
動
車
道
事
業
者
又
ハ
其
ノ
代

表
者
若
ハ
其
ノ
他
ノ
禅
問
業
者
一
三
説
明
ヲ
求
メ
帳
錦
、
書
類
及
闘
面
ヲ

検
閲
ス
ル
ョ
ト
ヲ
得

第
三
十
五
傑
木
法
=
一
規
定
ス
ル
主
務
大
臣
ノ
職
権
ノ
一
部
ハ
命
令
ノ

定
ム
ル
所
品
依
日
之
ヲ
地
方
長
官
三
委
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
六
傑
木
法
又
円
本
法
-
一
基
キ
テ
後
ス
ル
命
令
昌
一
規
定
シ
タ
ル

事
項
=
付
主
務
大
臣
又
ハ
地
方
長
官
ノ
免
シ
ダ
ル
慮
分
=
不
服
ア
ル

者
ハ
訴
願
ヲ
矯
ス
ヨ
ト
ヲ
得

第
三
十
七
傑
園
z

於
テ
阿
川
帥
官
ス
ル
自
動
車
運
輪
車
業
及
自
動
車
道
事

業
-
-
付
テ
ハ
第
一
傑
乃
至
第
=
一
係
、
第
九
候
(
曾
計
品
開
ス
ル
規
定

ヲ
除
ク
)
、
第
十
七
傑
、
第
二
十
二
傑
、
第
二
十
四
傑
及
第
五
十
四
傑

乃
至
第
五
十
七
傑
ノ
規
定
三
限
リ
本
法
ヲ
適
用
ス

第
三
十
二
巻

O 

第
六
時
現

一
五
七



法

A ... 

同
=
一
於
テ
自
動
車
運
輸
事
業
叉
ハ
白
動
車
遁
事
業
ヲ
経
笹
セ

y
ト
Z

ル
ト
キ
ハ
常
該
官
服
ハ
主
務
大
臣
品
協
議
ヲ
鴛
ス
ベ
シ

圃
=
於
テ
白
動
車
運
輸
事
業
ヲ
鰹
瞥
シ
タ
ル
鴛
之
ト
路
線
ヲ
北
(
遁
Z

Z

L

M

自
動
車
運
輸
事
業
者
が
其
ノ
垣
間
墨
付
事
業
ヲ
織
績
ス
ル
コ
ト

能
ハ
ザ
ル
ユ
至
日
夕
ル
ト
キ
叉
ハ
著
シ
タ
取
盆
ヲ
減
少
ス
ル
昌
至
リ

タ
ル
ト
キ
ハ
政
府
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
=
依
リ
其
ノ
事
業
者
ノ
受
ケ

タ
ル
損
失
7
補
償
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
残
存
路
線
ノ
ミ
=
付
事
業
ヲ
縫
績

λ

ル
ヨ
ト
能
ρ
ザ
ル
一
一
斉
P
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ

第
四
意
向
動
車
交
通
事
業
祇
首

第
一
一
一
十
八
係
自
動
車
運
輸
事
業
ヌ
ハ
向
動
車
道
事
業
ヲ
替
ム
株
式
曾

社
内
抵
常
槽
ノ
目
的
ト
鴛
ス
魚
自
動
車
運
輸
事
業
叉
ハ
自
動
車
道
事

業
ノ
全
部
又
ハ
一
部
z

付白

Hm車
安
遁
事
業
財
掴
ヲ
設
定
ス
ル
コ
ト

ヲ
符

向
動
車
運
輸
事
業
及
向
動
車
道
事
業
ノ
祇
首
ユ
関
U

テ
ハ
木
法
-
一
別

段
ノ
規
定
ア
ル
そ
ノ
ヲ
除
タ
ノ
外
鍛
遵
祇
常
法
ヲ
準
用
ス
但
シ
同
法

第
一
軍
及
第
三
背
中
繋
銭
ト
ア
ル
ハ
登
記
、
第
四
十
六
傑
、
第
大
十

八
傑
及
第
大
十
九
傑
中
監
督
官
廊
ト
ア
ル
ρ
登
記
所
、
第
八
十
傑
乃

至
第
八
十
二
係
、
第
八
十
八
傑
及
第
九
十
二
傑
中
監
督
官
臆
ト
ア
ル

ハ
裁
列
所
ト
ス

第
三
十
九
傑
自
動
車
交
通
事
業
財
周
ハ
左
=
掲

r
ル
モ
ノ

-
u
テ
周

一
自
動
車
運
輸
事
業
者
又
ρ
同
一
自
動
車
道
事
業
者
品
麗
シ

E
某
ノ

事
業
=
閥
ス
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
成
ス

一
自
動
車
道
ノ
敷
地
及
其
ノ
よ
=
存
ス
ル
工
作
物
此
-
一
之
孟
麗
ス

ル
器
具
機
械

二
接
着
場
、
駐
車
場
、
英
ノ
他
自
動
車
運
行
ノ
鴛
必
要
ナ
ル
沿
線

土
地
及
其
ノ
上
三
仔
ス
ル
ヱ
?
物
対
Z

之
一
一
一
嵐
ス
ル
器
具
機
械

三
自
動
車
庫
、
停
曾
所
、
貨
物
庫
、
給
油
所
、
附
置
工
場
、
事
務

所
、
事
務
員
駐
在
所
其
ノ
他
事
業
ノ
鴛
必
要
ヲ
ル
建
物
及
其
ノ
敷

地
誼
昌
之
昌
一
層
ス
ル
器
具
機
械

四
週
信
又
ハ
佑
披
-
一
一
嬰
ス
ル
工
作
物
及
其
ノ
敷
地
的
z

之
=
眉
λ

第
三
十
二
巻

第
六
披

五
A 

O 
ノ、

ル
器
具
機
械

五
前
回
競
三
萌
グ
ル
工
伶
物
ヲ
所
有
シ
叉
ハ
使
用
ス
ル
免
他
人
ノ

不
動
産
ノ
上
二
仔
ス
ル
地
上
槽
及
第
三
者
三
劃
抗
ν
得
ベ
キ
賃
借

権
挫
Z

前
回
誠
司
掲
グ
ル
土
地
ノ
鴛
ヱ
仔
λ

ル
地
役
権

六
白
動
車
運
輸
事
業
ノ
矯
登
録
ヲ
受
ケ
タ
ル
白
劫
車
及
共
ノ
附
扇

岡
田

七
事
業
経
替
ノ
然
必
要
ナ
ル
貯
臓
物
品
及
器
具
機
械

第
四
十
傑
前
傑
第
一
披
乃
至
第
三
披
=
一
描
グ
ル
不
動
産
ノ
伺
レ
苦
ガ

存
セ
ザ
ル
ト
キ
ρ
自
動
車
揮
輸
事
業
ノ
鴛
品
自
動
車
中
矢
遁
事
業
財
周

7
設
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
件
ズ

自
動
車
焚
遁
事
業
財
園
ヲ
日
的
ト
λ

ル
祇
常
檎
ρ
之
ノ
ミ
一
↑
依
リ
テ

撚
保
セ
ラ
ル
ル
債
務
ノ
繍
が
一
一
一
諮
問
以
上
ナ
一
7

4

ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
設

応
メ
ル
コ
ト
ヲ
符
ズ
倒
シ
第
二
以
一
「
ノ
順
位
ノ
祇
骨
椛
訟
定
ノ
揚
令

ρ
此
ノ
限
=
在
ラ
ズ

第
四
十
一
傑
自
動
車
運
輸
事
業
叉
ハ
自
動
車
道
事
業
ノ
一
潔
=
付
自

動
車
突
遁
事
業
財
圃
ヲ
設
定
ス
ル
場
合
ユ
於
テ
ハ
自
動
車
運
輸
事
業

-一在
H
テ
ハ
濁
立
ノ
路
線
昌
付
、
自
動
車
遵
事
業
=
在
ヲ
テ
ヰ
咽
立

ノ
一
般
自
動
車
道
=
付
之
ヲ
鴛
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
四
十
二
燦
周
一
事
業
者
ガ
尚
動
車
運
輸
事
業
ト
向
動
車
道
事
業
ト

7
兼
岨
官
z

t

p

場
合
=
於
テ
ハ
南
事
業
品
開
ス
ル
モ
ノ
ヲ
合
シ
テ
一
個

ノ
自
動
車
交
通
事
業
財
周
ヲ
設
定
ス
ル
つ
ト
ヲ
得
但
か
白
い
動
車
運
輸

事
業
叉
ハ
白
H

動
車
道
事
業
ノ
何
レ
カ
一
方
品
付
向
動
車
交
痛
事
業
財

圏
ノ
設
定
ア
リ
タ
ル
ハ
後
此
ノ
限
一
一
在
ラ
ズ

前
項
ノ
事
業
者
が
各
事
業
-
一
付
各
別
-
自
動
車
交
通
事
業
財
周
ヲ
設

定
ス
ル
場
令
=
ρ
一
般
自
動
車
道
ノ
毅
地
其
ノ
他
尊
ラ
向
動
車
道
事

業
=
閥
ス
ル
モ
ノ
ハ
自
動
車
運
輸
事
業
ノ
潟
ノ
自
動
車
交
遁
事
業
対

関
ュ
麗
ス
ル
ヨ
ト
ナ
シ

第
四
十
三
傑
向
動
車
交
通
事
業
財
闇
ノ
設
定
ハ
向
動
車
交
通
事
業
財

周
登
記
簿
=
所
有
槽
保
存
ノ
登
記
ヲ
矯
ス
=
依
リ
テ
之
ヲ
鴛
ス

自
動
車
交
遜
事
業
財
開
資
記
簿
=
所
有
機
保
存
ノ
輩
記
ヲ
然
シ
タ
ル



ト
キ
ハ
第
三
十
九
傑
昌
一
規
定
ス
ル
モ
ノ
ハ
営
然
自
動
車
交
通
事
業
財

園
z

麗
Z

包
シ
第
三
者
ニ
割
抗
U
得
ベ
キ
他
人
ノ
檎
剰
ノ
目
的
ダ
ル

モ
ノ
叉
ハ
差
押
、
仮
差
押
若
ハ
仮
蕗
分
ノ
目
的
タ
ル
モ
ノ
墨
付
テ
ハ

此
ノ
限
品
在
ラ
ズ

肖
動
車
交
通
事
業
財
圏
ノ
設
定
後
新
-
一
英
ノ
財
圏
ノ
所
有
者
昌
廓
U

9
ル
モ
ノ
亦
前
項
ユ
一
同
ジ

第
四
十
四
傑
肖
動
車
交
通
事
業
財
囲
ハ
之
ヲ
譲
渡
U
叉
ハ
所
有
機
及

拭
営
権
以
外
ノ
機
利
、
差
押
、
仮
差
押
若
二
倣
底
分
ノ
日
的
ト
鴛
λ

コ
ト
ヲ
得

e

ス
但
uv
抵
常
植
者
ノ
同
意
ヲ
得
テ
之
ヲ
白
動
車
運
輸
事
業

叉
ハ
自
動
車
道
事
業
ヲ
笹
ム
株
式
含
枇
一
二
識
波
ス
ハ
此
ノ
限
=
在
ラ

ズ自
動
車
交
通
事
業
財
園
高
層
λ

ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
譲
渡
uv
叉
ハ
所
有
権

以
外
ノ
椛
利
、
葬
押
、
仮
説
寸
押
若
ハ
似
成
分
ノ
目
的
ト
滑
川
ス
ョ
ト
ヲ

u
r
d
t
H
ν

氏
伊
円
程
お
ノ
吋
世
旬
/
専
門
u
〈
マ
漉
吸
レ
計
九
ハ
貸
付
ッ
ル
川

4
，

A
1
4
1
1
4
J
l
;
 

此
ノ
限
ュ
在
ラ
ズ

前
項
但
誓
ノ
規
定
品
依
り
向
動
車
交
通
事
業
財
国
=
麗
ス
ル
モ
ノ
ヲ

譲
渡
シ
ダ
ル
ト
キ
ハ
扱
常
雄
ハ
其
ノ
モ
ノ
昌
付
消
滅
ス

第
四
十
五
燦
肖
動
車
交
通
事
業
財
闘
ヲ
目
的
ト
ス
ル
抗
日
常
檎
ノ
設
定

叉
ハ
措
置
夏
ハ
雑
株
金
四
分
ノ
一
以
上
ノ
抑
込
ア

P
F
ル
後
定
款
鱗
夏

ト
同
一
方
法
ノ
株
主
総
合
ノ
決
議
ヲ
経
ル
ロ
ト
ヲ
要
ス

第
四
十
六
僚
肖
動
車
交
通
事
業
財
圏
ノ
登
記
=
付
テ
丹
其
ノ
財
閤
ノ

所
有
者
タ
ル
舎
枇
ノ
本
広
所
在
地
ヲ
管
轄
ス
ル
匿
教
剣
所
叉
ハ
其
ノ

出
張
所
ヲ
以
テ
管
轄
登
記
所
ト
ス

自
動
車
交
遁
事
業
財
閥
ノ
所
有
者
ダ
ル
舎
社
ガ
木
席
ヲ
一
登
記
所
ノ

智
軒
地
ヨ

P
他
ノ
登
記
所
ノ
管
瞭
地
三
移
シ
タ
ル
場
合
-
一
於
ケ
ル
登

記
手
時
間
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

左
ノ
場
令
-
一
於
テ
ハ
登
記
所
ハ
置
ニ
其
ノ
旨
ヲ
主
務
大
臣
ニ
通
知
見

ベ

ジ
一
第
一
順
位
ノ
抵
常
権
ノ
設
定
ヲ
登
記
シ
タ
ル
ト
キ

三
向
動
車
交
遁
事
業
財
閤
ノ
用
紙
ヲ
閉
鎖
シ
タ
ル
ト
キ

法

メL・4

第
四
十
七
傑
唱
動
車
交
遁
事
業
財
圏
=
闘
シ
テ
ハ
工
場
拡
常
法
第
十

係
、
第
十
二
係
、
第
十
八
保
乃
至
第
二
十
僚
、
第
二
十
二
燦
乃
至
第

四
十
四
係
、
第
四
十
七
傑
及
第
四
十
八
探
J

規
定
ヲ
準
用
ス

本
法
=
規
定
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
グ
ノ
外
自
動
車
交
活
事
業
財
踊
ノ
登
記

-
一
闘
シ
テ
ハ
不
動
産
登
記
法
ヲ
準
用
ス

登
記
ノ
申
詩
書
=
ρ
不
動
産
登
記
法
第
三
十
六
傑
第
三
時
抗
乃
至
第
八

披
ユ
掲
グ
ル
事
項
ノ
外
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

一
向
動
車
交
遁
事
業
財
闘
ノ
設
定
セ
ラ
ル
ル
事
業
ノ
表
示

ニ
白
動
車
運
輸
事
業
ノ
免
ノ
白
動
車
交
誼
事
業
財
圏
=
在
リ
テ
川

英
ノ
事
業
ノ
行
ハ
ル
ル
路
総
ノ
表
一
応

=
一
白
働
車
道
事
業
ノ
鴛
ノ
拘
動
車
茨
遁
事
業
品
開
国
一
一
清
P
テ
山
之

日
一
臆
ス
ル
一
般
自
動
車
道
ノ
表
示

四
覧
許
一
一
有
数
期
間
ノ
指
定
ア
ル
ト
キ
ハ
英
ノ
期
間

近
免
許
二
候
件
ガ
附
七
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
実
ノ
僚
件

第
四
十
八
楳
第
四
十
ニ
僚
第
一
項
ノ
規
定
=
依
リ
テ
自
動
車
交
通
事

業
財
圏
ヲ
設
定
シ

9
ル
場
合
=
於
テ
白
戸
動
帝
運
輸
事
業
又
ハ
自
動
車

道
事
業
ノ
何
レ
カ
=
付
事
業
経
瞥
ノ
莞
許
ノ
失
致
叉
ハ
取
精
ア

F
タ

ル
ト
キ
ハ
菰
営
構
者
ハ
一
事
業
Z

付
向
動
車
交
遁
事
業
財
圃
ノ
設
定

セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
二
年
ジ
財
囲
ノ
全
部
-
一
劉
U
I
F
ノ
櫨
剰
ヲ
賀
行
ユ

ル
ヨ
ト
ヲ
得

第
四
十
丸
係
自
動
車
交
遁
事
業
財
剛
ニ
封
九
ル
扶
常
轍
ノ
強
制
執
行

=
付
テ
ハ
執
行
シ
得
ベ
キ
一
定
ノ
債
務
名
義
ヲ
要
セ
ズ

強
制
管
理
ノ
開
始
ρ
肖
動
車
運
輸
事
業
叉
ρ
h
F
動
車
道
事
業
=
樹
ユ

ル
主
務
大
臣
ノ
監
督
ヲ
ザ
ザ
ズ

強
制
管
理
ノ
管
理
人
ノ
供
菟
品
付
テ
ハ
裁
剣
所
ρ
主
務
大
臣
ノ
意
見

ヲ
底
タ
ヨ
ト
ヲ
要
λ

強
制
管
理
終
了
U

タ
ル
ト
キ
ご
裁
剣
所
川
其
ノ
旨
ヲ
主
務
大
臣
昌
通

知
ス
ベ
シ

第

五

章

罰

則

第
五
十
僚
左
ノ
各
競
ノ
一
二
詰
営
λ

ル
者
ハ
千
間
以
下
ノ
罰
金
品
慮

第
=
一
十
二
巻

一O
大

一
五
丸

第
六
務



法

ノ』
刊

ス一
免
許
ヲ
受
ケ
ズ
シ
テ
円
動
車
運
輸
事
業
叉
ハ
向
引
車
道
事
業
ヲ

糧
管
シ
タ
ル
ト
キ

二
認
可
ヲ
受
ケ
ズ
シ
テ
一
般
自
動
車
道
ノ
供
用
ヲ
澗
始
シ
タ
ル
ト

キ

第
五
十
二
時
免
許
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
名
義
ヲ
利
用
レ
一
ナ
閃
効
革
運
愉

事
業
久
ハ
自
動
車
道
事
業
ヲ
経
轡
シ

nZ者
ハ
五
百
間
以
下
ノ
罰
金

一
一
庖
ス
名
義
ヲ
利
用
セ
シ
メ
ダ
ル
者
亦
同
ジ

第
五
十
二
銃
自
動
車
運
輸
事
業
者
叉
ハ
自
助
車
道
事
業
者
左
ノ
各
競

イ
一
一
一
該
宮
丸
刈
ト
キ
ハ
一
一
一
百
周
以
下
ノ
罰
金
叉
ハ
科
料
一
て
底
ス

一
第
五
十
傑
=
規
定
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
本
法
叉
ハ
本
法
三
基

牛
一
一
ア
稜
ス
ル
命
令
一
ご
依
リ
詐
司
叉
ハ
誠
司
ヲ
受
ケ
テ
得
ス
〈
与
奪

羽
7
之
7
史
ウ

r
v
テ
然
シ
タ
ル
ト
キ

二
兎
許
、
許
可
又
川
認
可
=
附
シ
タ
ル
傑
件
ユ
違
反
シ
タ
ル
ト
キ

三
木
法
=
基
キ
テ
簿
シ
タ
ル
底
分
又
ハ
免
許
、
許
可
若
ハ
認
可
-
一

附
シ
タ
ル
傑
件
-
一
基
キ
テ
鴛
シ
タ
ル
慮
分
=
違
反
シ
タ
ル
ト
キ

四
第
八
傑
ノ
規
定
ζ

依
ル
登
銭
ヲ
受
ケ
ザ
ル
白
劫
車
ヲ
自
動
車
運

輸
事
業
ノ
用
品
川
傑
シ
タ
ル
ト
キ
叉
ハ
自
動
車
ユ
付
不
貧
ノ
事
項
/

登
鎌
ヲ
申
請
シ
タ
ル
ト
キ

五
正
常
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
一
般
向
勤
車
道
ノ
使
用
ヲ
拒
ミ
タ
ル
ト

キ
六
本
法
叉
ハ
本
法
ユ
基
キ
テ
焚
λ

ル
命
令
ユ
侠
H
テ
厨
出
叉
ハ
報

告
7
居
坤
月
ベ
キ
事
項
ユ
付
虚
偽
ノ
届
出
叉
ハ
報
告
ヲ
滑
川
uv

タ
ル
ト
キ

七
監
査
員
ノ
監
査
ヲ
妨
ゲ
タ
ル
ト
キ

第
五
十
三
傑
自
動
車
運
輸
事
業
者
又
ハ
白
動
車
道
事
業
者
が
未
成
年

者
又
ハ
品
禁
治
産
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
本
法
ノ
劉
則
ハ
之
ヲ
法
定
代
理
人
-
一

適
用
ス
但
シ
偉
業
z

閲
シ
成
年
者
ト
同
一
ノ
能
力
ヲ
宥
ス
ル
未
成
年

者
=
付
テ
ハ
此
ノ
限
-
一
在
日
フ
4
A

自
動
車
運
輸
事
業
者
又
ハ
向
動
車
道
事
業
者
ハ
其
ノ
代
理
人
、
戸
主
、

家
族
、
雇
人
其
ノ
他
ノ
従
業
者
f
芙
ノ
業
務
=
閥
シ
本
法
-
一
違
反
シ

タ
ル
ト
キ
ハ
自
己
ノ
指
揮
一
一
出
デ
ザ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
其
ノ
慮
罰
ヲ
兎

第
三
十
二
巻

一O
六
四

第
六
波

一
六
O

ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

曾
枇
ノ
代
表
者
其
ノ
他
ノ
従
業
者
曾
枕
ノ
業
務
-
一
閥
、
j

木
法
-
一
建
反

シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
罰
則
ヲ
曾
枇
-
一
適
用
λ

第
五
十
四
際
自
動
車
道
若
ハ
其
ノ
標
識
ヲ
損
壊
シ
叉
ハ
其
ノ
他
ノ
方

法
ヲ
以
-
一
ア
自
動
車
道
-
一
於
ケ
ル
自
動
車
ノ
往
来
ノ
危
険
ア
生
ぜ
ン
メ

タ
ル
者
ハ
五
年
以
下
ノ
懲
役
=
虚
ス

前
市
型
ノ
来
議
開
郭
ハ
之
ヲ
謂
ス

第
五
十
五
傑
人
ノ
現
在
ス
ル
自
動
車
運
輸
事
業
ノ
台
動
車
ヲ
顛
覆
シ

叉
ハ
破
壊
シ
タ
ル
者
ハ
十
年
以
下
ノ
懲
役
-
一
慮
ス

前
市
坑
ノ
邦
7
犯
ve
凶
テ
人
ヲ
傷
-
一
致
シ
タ
ル
者
ハ
一
年
以
上
ノ
有
期

懲
役
-
て
庵
シ
死
エ
致
シ
タ
ル
者
ハ
無
期
叉
ハ
三
年
以
上
ノ
懲
役
ユ
慮

第
↑
亨
ノ
未
越
野
川
之
ヲ
罰
ス

第
五
十
六
係
第
五
十
四
傑
ノ
罪
ヲ
犯
シ
図
テ
向
動
車
ノ
顕
覆
又
ハ
破

壌
ヲ
致
シ
タ
ル
者
亦
前
傑
ノ
例
ュ
同
ジ

第
五
十
七
傑
過
失
z

図
P
第
五
十
四
傑
第
一
項
叉
ハ
第
五
十
五
傑
第

一
項
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
三
百
園
以
下
ノ
罰
金
=
慮
ス
其
ノ
業
務

-
一
便
事
ス
ル
者
犯
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
一
一
年
以
下
ノ
禁
銅
叉
ハ
五
白
蘭
以

下
ノ
刊
金
=
慮
ス

m
N

阿
貝

本
法
施
行
ノ
期
日
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

木
浅
施
行
前
円
動
車
運
輸
事
業
叉
ハ
肖
勤
車
九
遵
迫
事
業
=
二
斗

一一h
付
付
地
万
長
官
ノ
層
免
岬
-
シU
タ

L

ル
戸
事
業
縫
笹
ノ
免
詐
叉
ハ
許
可
ハ
之
7
木
法

-ユ
一
M

侠
侠
ル
向
勤
車
運
輪
事
業
又
ハ
由
勤
車
退
事
業
押
経
削
世
官
替
ノ
菟
許
ト
看
徹
ス

.宅+ギ宅+t-
務
大
臣
ハ
公
品
往
曜
上
必
要
ア

p
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
向
動
車
運
輸

官事申宇.業-=ごU

付
甘
新
ユ
寛
許
ノ
有
殺
期
間
、
揮
輸
開
始
J

認
可
申
請
期
間
又
ハ

事
業
ノ
休
止
期
間
7
指
定
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得

登
録
税
法
第
三
傑
ノ
穴
中
「
叉
ハ
漁
業
財
圏
登
記
簿
」
ヲ
「
、
漁
業
財
閥

登
記
簿
叉
ハ
白
動
車
交
規
事
業
財
閣
登
記
簿
」
=
吹
ム

印
紙
税
法
第
四
傑
第
一
項
第
一
一
獄
中
「
軌
道
肘
鴎
」
ノ
下
=

交
通
事
業
財
閥
一
ア
加
フ

「
、
白
動
車


